
議題１

ページ 変更項目 変更内容 備考 担当課

1 3 南丹市都市計画マスタープラン 実施時期・実績追記 都市計画課

2 3 南丹市緑の基本計画 実施時期・実績追記 回答数：０件 都市計画課

3 5 南丹市行政改革推進委員会 公募期間・実績追記 人事課

4 5 南丹市男女共同参画社会推進委員会 備考追記 公募委員希望者：０人 人権政策課

5 5 南丹市地域創生会議 備考追記

委員の任期満了（8月）までに必要な会議
を終え、その後は年度内の会議の予定が
ないため、新委員の委嘱や公募は行わな
かった

企画財政課

6 5 南丹市環境パートナーシップ会議 公募期間・実績追記 環境課

7 13 市政懇談会 備考追記 新型コロナウイルスの影響により非開催 秘書広報課

8 13 出前講座 実績追記 開催件数：０件 秘書広報課

9 17 市民意識調査 実施時期・実績追記 企画財政課

10 18
南丹市内の高等教育機関ならびに連携
協力包括協定締結大学との共同研究

実施時期・実績追記 地域振興課

11 18 インターンシップ実習生の受入 備考追記 インターンシップ実習希望者：０人 人事課

12 19 景観協定 実績追記 協定数：０件 地域振興課

13 20 子育て支援関係団体意見交流会 実施時期・実績追記 ※現段階で未実施。年度内に1回実施予定 子育て支援課

14 20 子育て広場での意見箱設置 実施時期・実績追記 ご意見数：０件 子育て支援課

15 20 南丹市政へのご意見箱 実施時期・実績追記 ※令和3年12月28日時点の集計数 秘書広報課

16 22 南丹市交通指導員会運営事業 事業の概要・実績修正
事業概要内の、非常勤公務員を有償ボラ
ンティアに変更
実績数３６人→３５人に訂正

危機管理対策室

17 22 ものづくりのまち推進業務 実施時期追記 地域振興課

18 22 ひとり親家庭生活支援事業 実施時期・実績追記 子育て支援課

19 23 産前・産後サポート事業 実施時期・実績追記 子育て支援課

20 23 婚活支援事業委託 実施時期追記 子育て支援課

21 23・25 学生プロジェクト 実施時期・実績追記
2回実施予定のうち、2回目は新型コロナ
ウイルスの影響により中止

地域振興課

22 24 男女共同参画事業『キラリなんたん』 実施時期・実績追記 人権政策課

23 24 人権講演会やフォーラム 実施時期・実績追記 人権政策課

南丹市市民参加と協働の実施計画　変更箇所一覧



議題１

ページ 変更項目 変更内容 備考 担当課

南丹市市民参加と協働の実施計画　変更箇所一覧

24 24 美山サイクルロード 実施時期・備考追記 新型コロナウイルスの影響により中止 市民協働室

25 24 京都丹波トライアスロン大会 実施時期・備考追記 新型コロナウイルスの影響により中止 市民協働室

26 24 美山ふるさと祭 実施時期・備考追記 新型コロナウイルスの影響により中止 市民協働室

27 24 なんたん健幸ポイント５０ 実施時期・実績備考追記 保健医療課

28 25 美山かやぶきの里ワンデーマーチ 実施時期・備考追記 新型コロナウイルスの影響により中止 市民協働室

29 25 ひよし水の杜フェスタ 実施時期・備考追記 新型コロナウイルスの影響により中止 市民協働室

30 26 交通安全活動 実施時期・実績追記 危機管理対策室

31 26 南丹市子育てすこやかセンター事業 実施時期・実績追記 子育て支援課

32 26 ふるさと道路・河川愛護活動 実施時期追記 道路河川課

33 26 障害者相談員設置事業 実施時期・実績・備考追記
新型コロナウイルスの影響により中止と
なった月あり。

社会福祉課

34 27 南丹市まちづくり活動交付金 実施時期・実績追記 地域振興課

35 27
南丹市学校提案型まちづくり活動交付
金

実施時期・実績追記 地域振興課

36 27
南丹船井交通安全協会南丹支部活動補
助金

実施時期・実績追記 危機管理対策室

37 27
南丹船井地域交通安全活動推進協議会
活動補助金

実施時期・実績追記 危機管理対策室

38 27 自主防災組織育成事業 実施時期・実績追記 危機管理対策室

39 28
南丹市管理道路
河川等清掃補助金交付

実施時期・実績追記 道路河川課

40 28 空き家掘り起こし事業 実施時期・実績追記 地域振興課

41 28 空き家掃除お助け事業 実施時期・実績追記 地域振興課

42 28 南丹市資源ごみ集団回収事業 実績追記 環境課

43 30 食育推進事業 実績・備考追記 保健医療課

44 30 集落の教科書づくりの推進 実施時期追記 地域振興課

45 32 情報誌等閲覧促進事業 実施時期追記 地域振興課

46 32 障がい者福祉のあんない版 実施時期追記 社会福祉課

47 32 当事者団体加入のすすめ 実施時期追記 社会福祉課

48 32 nancla（なんくら）ホームページ 実施時期追記 地域振興課



議題１

ページ 変更項目 変更内容 備考 担当課

南丹市市民参加と協働の実施計画　変更箇所一覧

49 32 定住促進ガイドブック「なんくら」 実施時期追記 地域振興課

50 33 市民と職員のバリアフリー事業 未実施 地域振興課

51 33 まちづくり交流事業 実施時期・実績追記 地域振興課
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第1章 この実施計画の位置付け

1．実施計画作成の目的

本計画は「南丹市市民参加と協働の推進に関する条例」第11条の規定に基づき、市民が主体の魅力あるまちづくりを実現するため、まちづく

りについて市民と行政が一緒に考え話し合う機会づくりや、市民がまちづくりに参画するための情報提供をまとめ公表するものです。

2．作成の方法

本実施計画は、令和２年度から４年度の3年間を計画期間とし、「市民参加」と「協働」そしてそれらを推進するための「仕組み」の３つの構成

により作成することとし、現在、市役所の各所属で実施されている又は今後実施が予定されている施策や事業についての現状と今後の計画等を調

査し、それらを取りまとめ作成します。

3．計画の見直し

本計画の実施状況は、南丹市市民参加と協働の推進に関する条例第12条に定める第三者委員会に報告を行うこととし、市民ニーズや市民参画と協働

の推進状況において大きな変化があれば、必要に応じて見直しを行うこととします。

なお、各所属で実施予定の施策や事業については毎年調査を行い更新します。

※本計画は、令和3年度の計画・実績のみ掲載したものです。
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第2章 市民参加
Citizen participation

市の制度や計画のほとんどは行政が主体的にその制定や樹立を行っていますが、市民のみなさんが主体の魅力あるまちを実現するためには、市民のみ

なさんの意見が市政に反映できる仕組みづくりが必要です。その仕組みである市民参加の実現は、現代社会の多様なニーズに対応し、それぞれが満足感の

高い豊かなまちづくりにも繋がります。まずは、市民と行政がそれぞれに力を入れすぎず、構えず、気軽な相談や意見交換ができる環境づくりが必要で

す。

1．市民参加の手続

南丹市市民参加と協働の推進に関する条例により市民参加の手続を次に掲げるとおりとし、積極的に推進します。

（1）パブリックコメント制度の活用を積極的に進めます。

（2）ワークショップ委員を公募し、計画策定への参画を積極的に進めます。

（3）審議会等への市民公募委員の参画を積極的に推進します。

（4）意見交換会、公聴会、説明会、出前講座を開催します。

（5）ニーズ把握のためのアンケートを実施します。

（6）共同研究を積極的に進めます。

（7）市民との協定による新たなまちづくり施策等の実施を積極的に進めます。

（8）その他市民の意見を市政に反映するための取組みを実施します。

行政の施策等において、その企画立案から決定に至るまでの過程で市民が主体
的にさまざまな意見を述べ、提案することで、市政に対して積極的・自主的に参
加し、それらを反映させる仕組みをいいます。
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（1）パブリックコメント

名称 概要
前計画期間に行ったも

の
本計画期間に
おける予定

意見を提出できる方 ご意見の提出方法 実施時期 実績 備考

南丹市都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランの中
間年次改訂案への意見募集

なし
R３年５月１７日

～
R３年６月１６日

南丹市民の意見提出手続（パ
ブリックコメント・コメント
手続）要綱第２条第３項に定
める市民等

Eメール、郵送、
FAX、直接持参

R３年５月１７日
～

R３年６月１６日
回答：６件

コロナ対応で協議
ができず、R2年度
から延期

都市計画課

南丹市緑の基本計画
緑の基本計画の中間年次改訂
案への意見募集

なし
R３年夏ごろ

１箇月

南丹市民の意見提出手続（パ
ブリックコメント・コメント
手続）要綱第２条第３項に定
める市民等

Eメール、郵送、
FAX、直接持参

R３年７月１日
～

R３年７月３０日
回答：０件 新規追記 都市計画課

　施策等の企画立案に当たり、趣旨や目的などを公表し、計画を作成している最中に市民の意見を聞き、計画自体に反映させる手続きです。投稿用紙を市役所（本庁および各支所）窓口に設置するとともに、
南丹市のホームページなど様々な広報媒体を活用し意見を求めます。

計画 実績

担当課
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（2）市民ワークショップ（計画）

名称 概要
前計画期間に行ったも

の
本計画期間における予定 応募できる方 応募方法 実施時期

実績
（参加者数等）

備考

　行政がさまざまな計画を立案する際に市民のみなさんと一緒に検討するための「ワークショップ」を開催しています。その際、ワークショップ委員を公募し、意見を求めます。

計画 実績

計画なし

担当課
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（３）審議会、委員会等による調査及び審議（計画）

名称 概要
委員数

公募：条例
〔全体：条例〕

公募目標
（前期実績）

任期
公募時期

応募資格 公募以外の委員 公募期間 公募結果 備考

南丹市行政改革推進委員会
市の行政改革の推進に関する
重要事項を調査、審議し、市
長に報告します。

若干名
〔15人以内〕

2人

任期1年
R３年６月25日

～
R３年７月16日

市内に住所を有する18歳以上
（R3.4.2時点で）の方

識見を有する方

R３年6月23日
　　～
R３年7月20日

期間延長
R3年8月31日

募集：2名
採用：2名

人事課

南丹市男女共同参画社会推進委員会

本市における男女共同参画を
めざす施策の総合的かつ効果
的な企画及び推進を図りま
す。

若干名
〔15人以内〕

2人（0人）

任期２年
R３年４月２６日

　　～
R３年５月２５日

1.南丹市内に在住又は在勤・
在学されている方
2.平成29年4月1日現在、満
20歳以上の方
3.平日（昼間）に開催する推
進委員会に出席できる方
4.男女共同参画について関心
がある方
5.本市議会議員及び本市職員
でない方

南丹市女性ネット
ワーク会議、南丹
市女性会等

R３年４月２６日
　　～
R３年５月２５日

希望者無し 人権政策課

南丹市地域創生会議

南丹市人口ビジョン及び南丹
市地域創生戦略に関し審議
し、戦略に基づき実施した施
策・事業を検証する。

若干名
〔10人以内〕

1人（1人）
任期2年

R3

市内に在住、在勤又は在学す
る18歳以上の者（高校生を除
く。）。ただし、本市の議会
議員及び職員を除く。

産業界関係者、
行政機関関係者、
教育機関関係者、
金融機関関係者、
労働団体関係者、
報道機関関係者、
その他市長が必要
と認める者

ー ー

委員の任期満了（8
月）までに必要な
会議を終え、その
後は年度内の会議
の予定がないた
め、新委員の委嘱
や公募は行わな
かった

企画財政課

南丹市環境パートナーシップ会議
第2次南丹市環境基本計画の具
体的な取り組みについて、企
画、実施、推進を図ります。

若干名
〔15人以内〕

10人（―）

任期2年
R3年5月17日

　　～
R3年5月31日

1.市内に住所を有する18歳以
上の方
2.環境の維持、保全、向上に
熱意のある方
3.第2次南丹市環境基本計画の
推進に積極的に協力いただけ
る方

識見を有する方
R３年５月１７日
　　～
R３年５月３１日

募集：２名
採用：２名

新規追加 環境課

　まちをよくするために行政が樹立するさまざまな計画などに市民のみなさんの意見が直接反映できるよう、事業の内容に応じて審議会などの付属機関を設置し、特に専門性を必要とする場合や個人情報
を含む場合を除いて、その審議会や委員会を構成する委員の一般公募を推進しています。一般公募している事業等は次のとおりです。
※審議会委員などへの参画を希望される方は、南丹市ホームページ審議会・委員会のページもしくはお知らせ版による募集の告知をご覧いただくか、直接担当課にお問い合わせください。
※特に資格や経験などの専門性を有する審議会や委員会については、一般的な公募を行うことなく条例や要綱の定めにより、関連する団体を通して委員を推薦いただき直接的に就任をお願いする場合があ
ります。

（市民公募を行っている審議会等）

計画 実績

担当課
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（現在公募を行っていないが、公募の導入を検討している審議会等）

名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募委員数の目標 選任方法
備考欄

（検討状況）
担当課

南丹市行政評価推進委員会

市の実施する行政評価につい
て、第三者の視点から調査、
審議し、市長に改善案等を助
言します。

―人
〔5人以内〕

―人
経営及び行政評価について、優れた見
識を有する

効果的な行政評価
の手法を検討中の
ため、評価実施後
に委員会の開催を
検討（継続して検
討）

人事課

南丹市地域公共交通会議
地域の実情に応じた輸送サー
ビスの実現に必要な事項の協
議を行います。

22人
〔25人以内〕

1人
一般旅客自動車運送事業者、近畿運輸
局京都運輸支局長、近畿運輸局京都運
輸支局長、京都府南丹警察署　等

導入を検討中
（継続して検討）

地域振興課

南丹市文化センター運営審議会

南丹市内に設置した文化セン
ター及び児童館の運営につい
て調査、審議し運営の推進を
図ります。

17人
〔20人以内〕

1人
自治会等地域住民団体の代表者、教育
関係者、社会福祉関係者、学識経験者　
等

導入を検討中
（継続して検討）

人権政策課
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（専門性を有するなどの理由で公募を行っていない審議会等）

名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市防災会議

災害対策基本法第16条第6項
の規定に基づき、南丹市地域
防災計画を作成し、その実施
を推進する。また、市の地域
に係る防災に関する重要事項
を審議します。

41人
〔45人以内〕

専門性を有する協議であるた
め、公募は行わない。

市民の安全・安心を確
立するため、防災関係
機関からの推薦によ
り、委嘱している。

指定地方行政機関の職員、京
都府の職員、警察官、南丹市
職員、教育委員会、消防団関
係者、指定公共機関又は指定
地方公共機関の職員、自主防
災組織を構成する者又は学識
経験者

危機管理対策室

南丹市国民保護協議会

南丹市の区域に係る国民の保
護のための措置に関し、広く
住民の意見を求め、市の国民
の保護のための措置に関する
施策を総合的に推進します。

40人
〔40人以内〕

専門性を有する協議であるた
め、公募は行わない。

市民の安全・安心を確
立するため、防災関係
機関からの推薦によ
り、委嘱している。

指定地方行政機関の職員、京
都府の職員、警察官、南丹市
職員、教育委員会、消防団関
係者、指定公共機関又は指定
地方公共機関の職員、自主防
災組織を構成する者又は学識
経験者

危機管理対策室

南丹市消防委員会

消防組織法(昭和22年法律第
226号)第6条に規定する南丹
市が責任を果たすべき消防に
関し、必要な事項を調査審議
し、市長の諮問に答え、又は
建議します。

10人
〔10人以内〕

専門性を有する協議であるた
め、公募は行わない。

消防団員の幹部を委員
として構成している。

消防団員、学識経験者 危機管理対策室

南丹市情報公開審査会

情報公開の可否の決定に係る
不服申立てに対する裁決又は
決定の諮問について調査及び
審議を行います。

4人
〔5人以内〕

審議内容が情報公開請求に係
る決定に対する個々の不服申
立てに関する調査、審議であ
り、専門的な知識経験を有す
る方に依頼をしているため。

機密や守秘義務に関す
る案件を扱う審査会の
ため、受益者等を公募
する選定方法は、馴染

まない。

知識経験を有する者 総務課

南丹市個人情報保護審議会

個人情報開示の可否の決定に
係る不服申立てに対する裁決
又は決定の諮問について調査
及び審議を行う等、南丹市個
人情報保護条例により審議会
の権限に属することとされた
事項を行います。

4人
〔7人以内〕

審議内容が個人情報の開示等
に関する調査、審議であり、
専門的な知識経験を有する方

に依頼をしているため。

個人情報を扱う審査会
のため、受益者等を公
募する選定方法は、馴

染まない。

知識経験を有する者 総務課
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名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市特別職報酬等審議会

市長、副市長及び教育委員会
教育長の給料の額や、議会の
議員報酬、非常勤の特別職の
報酬の額等について審議しま
す。

4人
〔10人以内〕

専門性を有する協議であるた
め、公募は行わない。

特別職等の報酬につい
て審議するため、受益
者等公募委員の考えに

は沿わない。

知識経験を有する者 人事課

南丹市交通安全対策審議会
交通安全計画への答申など、
交通安全に関する基本的事項
を調査・審議します。

18人
〔20人以内〕

専門性を有する協議であるた
め、公募は行わない。

交通対策の受益者から
なる各種団体から代表
者を選出いただいてい

る。

市議会議員、教育委員会委
員、所轄の警察署員、市内教
育機関の職員、各種団体の役
員、消防団の代表者等

危機管理対策室

南丹市建設事業等執行審議会

市内における土木、建築等の
工事の円滑な執行に関し必要
な事項を調査及び審議しま
す。

5人
〔10人以内〕

入札・契約制度を審議するに
あたり、専門的知識を要する
とともに、事案があった場合
の開催であるため市民公募に

はなじまない。

公平・中立の観点か
ら、受益者等当事者

は、建設業等の事業者
となるため、審議会の
目的になじまない。

市議会議員、教育委員会委
員、各種関係団体代表、学識
経験を有する者

監理課

南丹市入札監視委員会

市が発注する建設工事につい
て、入札及び契約の過程並び
に契約の透明性と公正な競争
を確保するため審議を行いま
す。

5人
〔5人以内〕

南丹市建設事業等執行審議会
の内部組織であるため、上記

と同様とする。

公平・中立の観点か
ら、受益者等当事者

は、建設業等の事業者
となるため、審議会の
目的になじまない。

南丹市建設事業等執行審議会
の委員による

監理課

南丹市公共事業再評価審査委員会

市が実施する公共事業のう
ち、長期間を経過したものに
ついて再評価を行い、必要に
応じ事業の見直し等を行うこ
とにより、公共事業の効率性
及び実施過程の透明性の一層
の向上を図るため審議を行い
ます。

5人
〔7人以内〕

対象事案があった場合の開催
であるため、任期中に開催さ
れないことが多くあり、市民

公募にはなじまない。

受益者＝市民として、
現状で団体の代表を委
嘱し、受益者等当事者
は参画してもらってい
る。公募は検討してい

ない。

市議会議員、学識経験者、住
民組織等

監理課

南丹市有線テレビ放送番組審議会

南丹市情報センターが行うな
んたんテレビ放送について、
自主放送制作番組基準に基づ
き放送番組を調査、審議し、
必要に応じて意見を述べま
す。

11人
〔15人以内〕

規則の委員選出基準により各
関係機関等に推薦依頼し選出
することとしているため。

専門知識を有する団体
から選出いただいてお
り、公募は考えていな
い。

市教育委員会委員、市内各種
団体の代表者、学識経験を有
する方、行政関係者

情報課
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名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市環境審議会
南丹市の美しいまちづくり及
び地球温暖化対策に関する審
議等を行います。

１０人
〔若干名〕

委員を選任する際に専門知識
を有する団体・個人に就任い
ただく必要があるため。

公募の採用を検討した
が、専門知識を有する
団体・個人を選任する
必要があるため、公募
は行わない。

市内の各種団体の代表、学識
経験を有する方、行政関係者

環境課

南丹市医療対策審議会

市長の諮問に応じ、南丹市に
おける総合的な医療等のあり
方について調査、審議しま
す。

―人
〔15人以内〕

専門的な協議会のため、国民
健康保険被保険者代表等、参
加いただきたい関係機関に推
薦依頼し、選出いただいてい
るため。

専門知識を有する団体
から選出いただいてお
り、公募は考えていな
い。

市議会が推薦する議員、.保
健、医療及び福祉の関係者、
公共的団体等の代表者、.学識
経験を有する者、その他市長
が必要と認める者

地域医療室

南丹市国民健康保険運営協議会

市長の諮問に応じて、次の各
号に掲げる事項を審議しま
す。
1.一部負担金の負担割合に関
すること。
2.保険税に関すること。
3.保険給付の種類及び内容の
変更に関すること。
4.保健事業の実施大綱の策定
に関すること。
5.前各号に定めるもののほ
か、市長が国民健康保険の運
営に関し重要と認める事項

13人
〔13人〕

専門的な協議会のため、国民
健康保険被保険者代表等、参
加いただきたい関係機関に推
薦依頼し、選出いただいてい
るため。

専門知識を有する団体
から選出いただいてお
り、公募は考えていな
い。

被保険者を代表する委員、保
険医又は保険薬剤師を代表す
る委員、公益を代表する委
員、被用者保険等保険者を代
表する委員

市民課

南丹市民生委員推薦会

民生委員法施行令第7条の規
定に基づき、民生委員推薦会
規則を定め推薦会を実施しま
す。民生委員の確保のため必
要です。

14人
〔14人〕

審議内容が個人情報であり、
有資格者等専門的な委員での
審議をしているため。

専門知識を有する団体
から選出いただいてお
り、公募は考えていな
い。

市議会議員、民生委員、社会
福祉事業実施者、社会福祉関
係団体代表者、教育関係者、
行政職員、学識経験者

福祉相談課

南丹市立障害者支援施設運営委員会

障がいのため就業が困難な方
等に対し、生活指導及び作業
指導等必要な指導訓練を行
い、障害者の自立更生と福祉
の向上を図る施設を設置し、
その施設の円滑な運営を図る
ため運営委員会を設置しま
す。

15人
〔24人以内〕

専門的な方、保護者会代表者
等、参加いただきたい関係機
関に推薦依頼し、選出いただ
いているため。

受益者等当事者は施設
通所者となるが、その
保護者会から代表者を
選任いただいているこ
とから、公募は考えて
いない。

学識経験者、市議会議員、保
健福祉関係者、障害福祉関係
者、社会福祉関係者、事業利
用者家族の会　等

社会福祉課
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名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市障害者介護給付費等支給認定審
査会

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第15条の規定に基づき、
支給認定審査会において、適
切な障害者介護給付費等支給
認定審査を行います。

10人
〔15人以内〕

審議内容が個人情報であり、
有資格者等専門的な委員での
審議をしているため。

専門知識を有する団体
から選出いただいてお
り、公募は考えていな
い。

障がいのある方の実情に通じ
た者のうちから障害保健福祉
の学識経験を有し、中立かつ
公正な立場で審査が行える者

社会福祉課

南丹市地域自立支援協議会

障がいのある方の相談支援事
業など地域の障害福祉のシス
テムづくりに関し、中核的な
役割を果たし、障害福祉サー
ビスの提供体制の確保及び関
係機関によるネットワークの
構築等に向けた協議を行いま
す。

18人
〔20人以内〕

専門的な方、当事者団体代表
者等、参加いただきたい関係
機関に推薦依頼し、選出いた
だいているため。

受益者＝市民として、
現状で団体の代表を委
嘱し、受益者等当事者
は参画してもらってい
る。公募は考えていな
い。

学識経験者、保健福祉関係
者、障害福祉関係者　等

社会福祉課

南丹市子育て発達支援センター運営委
員会

障がいのある児童や発達支援
の必要が認められる児童に対
する必要な指導、訓練及び相
談を行う南丹市子育て発達支
援センターの円滑な運営を図
ります。

15人
〔15人以内〕

専門的な方、保護者会代表者
等、参加いただきたい関係機
関に推薦依頼し、選出いただ
いているため。

受益者等当事者は施設
通所者となるが、その
保護者会から代表者を
選任いただいているこ
とから、公募は考えて
いない。

学識経験者、市議会議員、保
健福祉関係者、障害福祉関係
者、社会福祉関係者、事業利
用者家族の会、保育所・幼稚
園・学校関係者　等

社会福祉課

南丹市介護認定審査会

申請者の｢基本調査にもとづく
一次判定結果｣｢調査時の記述
事項｣｢主治医による意見書｣の
内容をもとに審査・判定し、
介護度等を判定します。

20人
〔20人以内〕

専門性を有するため公募は行
わない。

引き続き専門性を有す
る者での組織化が必要
である。

保健・医療・福祉の各分野に
関する学識経験者

高齢福祉課

南丹市高齢者福祉センター運営委員会
南丹市高齢者福祉センターの
運営について調査及び審議し
運営の推進を図ります。

１０人
〔15人以内〕

高齢者福祉センターがある地
域の利用者に参加いただいて
いる。また、参加いただきた
い関係機関にも推薦依頼を
し、選出いただいているた
め。

受益者＝各センターが
ある地域の利用者に参
加いただいているた
め、現在のところ、公
募は考えていない。

市議会議員、民生委員協議
会、社会福祉協議会長、老人
クラブ連合会会長、利用者代
表等

高齢福祉課

南丹市高齢者虐待防止ネットワーク会
議

家庭内等における高齢者虐待
の防止に向けて、関係機関の
連携を図り、早期発見や未然
防止対策等について協議しま
す。

14人
〔15人以内〕

専門性を有するため公募は行
わない。

引き続き専門性を有す
る者での組織化が必要
である。

保健、医療及び福祉関係者、
介護保険事業関係者　等

高齢福祉課
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名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市農業振興推進協議会
農業の振興及び条件整備を図
るため、農業政策に関し必要
な施策について審議します。

1５人
〔30人以内〕

農業施策に関する専門的な内
容での協議を要するため、条
例に掲げた組織等からの推薦
者や、農業指導士・女性農業
士等から選任し構成する。

当事者としても専門性
を有する団体・個人の
中から選任しており、
公募は予定していな
い。

市農業委員会委員、農業団体
役職員、土地改良区役職員、
京都府関係機関、農業者、集
落組織代表者、学識経験者等

農業推進課

南丹市老人ホーム入所判定委員会
老人福祉法第１１条に規定す
る措置の要否判定を行いま
す。

7人
〔9人以内〕

専門性を有するため公募は行
わない。

引き続き専門性を有す
る者での組織化が必要
である。

医師、養護老人ホーム施設、
特別養護老人ホーム施設、社
会福祉協議会、民生児童委員
協議会、地域包括支援セン
ター　等

高齢福祉課

南丹市野生鳥獣対策運営協議会

南丹市における有害鳥獣の捕
獲体制を確立し、円滑かつ適
正な有害鳥獣捕獲活動を推進
していきます。

20人
〔20人以内〕

委員を選任する際に専門知識
を有する団体・個人を人選し
ているため

専門知識を有する団
体・個人を専任してお
り、公募は考えていな
い。

南丹市猟友会、京都府南丹広
域振興局農林商工部等行政職
員、管内に所在の森林組合、
農業団体、市議会議員、京都
府緑の指導員、農業委員会委
員、管内に所在の漁業協同組
合

農山村振興課

南丹市の森林を考える会

市民共有の環境財産である森
林を適切に管理し、住民が参
画することで幅広い意見を反
映させた森林づくりを目指し
ていきます。

1７人
〔20人以内〕

委員を選任する際に専門知識
を有する団体・個人を人選し
ているため

専門知識を有する団
体・個人を専任してお
り、公募は考えていな
い。

森林組合の役職員及び林業関
係団体の代表者、林業従事者
及び山林所有者、京都府関係
機関等の行政職員

農山村振興課

南丹市上下水道事業審議会
上下水道事業の円滑な推進と
健全な運営について審議しま
す。

8人
〔会長、副会長
及び委員若干

人〕

委員を選任する際に専門知識
を有する団体・個人を人選し
ているため

専門知識を有する団
体・個人を専任してお
り、公募は考えていな
い。

市議会議員若干人、団体役員
その他学識経験者

上水道課・下水道課

南丹市文化財保護審議会

教育委員会の諮問に応じ、文
化財の保存及び活用に関する
重要事項について調査審議
し、これらの事項に関して教
育委員会に建議します。

１３人
〔15人以内〕

専門性が必要なため。
引き続き専門性を有す
る者での組織化が必要

委員及び専門委員は、学識経
験のある者及び文化財に関し
識見の高い者の中から教育委
員会が委嘱します。

社会教育課
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名称 概要
全体委員数
〔条例〕

公募を導入していない理由
受益者等当事者を公募

することの是非
選任方法 担当課

南丹市伝統的建造物群保存地区保存審
議会

教育委員会の諮問に応じ、保
存地区の保存等に関する重要
事項について調査審議し、及
びこれらの事項について教育
委員会に建議します。

６人
〔15人以内〕

専門性が必要なため。
引き続き専門性を有す
る者での組織化が必要

学識経験者、関係行政機関の
職員、関係地域を代表する者
等のうちから、教育委員会が
委嘱します。

社会教育課

南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業
計画策定委員会

高齢社会の課題に対処し、連
携のとれた保健・福祉サービ
スの提供体制の確立を図るこ
と及び介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施に関する
計画を定めます。

14人
〔20人以内〕

専門的な方、事業所や医療・
福祉関係団体等、参加いただ
きたい関係機関に推薦依頼
し、選出いただいているた

め。

受益者＝６５歳以上高
齢者となるが、市民と
して、現状では団体の
代表に参加していただ
いているので、公募は

考えていない。

保健、医療及び福祉関係者、
介護保険事業関係者、学識経
験者等

高齢福祉課

南丹市行政不服審査会
行政不服審査法に基づく審査
請求に対する裁決の妥当性な
どについて審査を行います。

5人
（5人以内）

審議内容が審査請求に関する
調査、審議であり、専門的な
知識経験を有する方に依頼を
しているため。

審査請求を扱う審査会
のため、受益者等を公
募する選定方法は、馴
染まない。

知識経験を有する者 総務課

南丹市放課後児童健全育成事業運営委
員会

放課後児童健全育成事業の円
滑な運営を図るため、児童ク
ラブの運営について審議しま
す。

12人
〔15人以内〕

委員を選任する際に関係団
体・個人を人選しているた

め。

当事者として、保護者
選選出委員が４名含ま

れる。

議会、学校、保護者、主任児
童委員、社会教育委員等の代
表のうちから、教育委員会が
委嘱します。

社会教育課

南丹市健康増進・食育推進計画策定委
員会

市民の健康増進と食育推進を
一体的に推進するために取り
組みに関する計画策定につい
て、検討頂くことを目的に開
催します。

15 人                                                                                                                                                                                                                                                             
〔15人以内〕

専門的な方、医療関係・市内
の関係団体等、参加いただき
たい関係機関に選出いただく

ため。

公募の採用を検討した
が、専門知識を有する
団体・個人を選任た
め、公募は行わない。

※R3年度から市民公
募を行っている審議会
から専門性を有するな
どの理由で公募を行っ
ていない審議会等へ移
動

学識経験者、医療関係者、市
内の各種団体関係者、行政・
教育関係者、その他市長が必
要と認める者

保健医療課
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（4）意見交換会、公聴会、説明会、出前講座

名称 概要 実施時期
意見交換等の手法

申込み方法
実施日

実績
（参加人数等）

備考

市政懇談会

市長、副市長、教育長、各部
長が地域に出向き、市のまち
づくりの方針や施策の方針等
について、市民に伝えるとと
もに、市民の意見を直接聞き
ます。

開催時期等については
調整を行い、お知らせ
なんたんなどで告知し

ます。

意見交換…懇談会開催時に行います。申込みは不要で
す。

新型コロナウイル
ス対策のため、非

開催
秘書広報課

出前講座

市民に、市政に関心を持って
いただき、地域づくりに役立
てていただくため、希望され
る地域に市職員が講師として
出向き事業や施設等について
説明します。

年中（各講座の開講日
程は申込者との調整に
より決定します。）

市内在住・在勤・在学のおおむね10人以上の団体の集ま
りを基本とします。希望日の３週間前までに申込書を提
出いただきます。詳細は秘書広報課（0771-68-
0065）にお問い合わせください。

なし 秘書広報課

　市長はじめ理事者や市職員が地域に出向き、まちづくりの方針や施策の方針を市民に伝えるとともに、市民の声を直接聞きます。

計画 実績

担当課
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説明会・出前講座

№ 講　座　名 主　　な　　内　　容 担当課

1 地域防災対策 南丹市地域防災計画と災害に対する日ごろの構え、災害時の行動などについて説明 危機管理

2 南丹市交通安全計画 南丹市交通安全計画について説明 対策室

3 公共施設の再編について 公共施設等総合管理計画、公共施設再配置計画について説明 総務課

4 市税のあらまし 市税の概要と仕組みについて説明 税務課

5 予算の概要 予算の概要、財政状況の概要について説明

6 南丹市総合振興計画等 南丹市総合振興計画等の内容について説明

7 南丹市の定住促進 南丹市が行う定住促進について説明

8 南丹市の景観まちづくり 南丹市の優れた景観を守るための南丹市景観計画の説明とそれに係る届け出制度について説明

9 認可地縁団体制度のあらまし 認可地縁団体の設立から運営方法について説明

10 南丹市の公共交通の現状 ＪＲ複線化やバス交通について説明

11 市民協働のまちづくり 市民と行政の協働によるまちづくりについて説明

12 南丹市の地域情報化 高度情報通信基盤を活用した行政サービス、まちづくりなどについて説明 情報課

13 南丹市環境基本計画 南丹市環境基本計画の内容について説明

14 ごみの分別・排出方法とごみ処理の現状 ごみの分別・排出方法と目的及びその効果、また市のごみ処理方法・処理量などについて説明

15 医療制度のあらまし 国民健康保険や後期高齢者医療制度の内容について説明

16 人権感覚の豊かな社会を構築するために 南丹市人権教育・啓発推進計画に基づき、市が実施する人権啓発の取り組みや基本的な考え方などについて説明

17 男女共同参画社会の実現に向けて
南丹市男女共同参画推進条例、南丹市男女共同参画行動計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けての市の取り組み
などについて説明

総務

企画財政課

地域振興課

市民

市民環境課

人権政策課

地域振興
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№ 講　座　名 主　　な　　内　　容 担当課

18 南丹市の健康推進事業 生活習慣病予防（メタボリックシンドロームなどの生活習慣病とその予防）について説明

19 南丹市の母子保健事業 子どもの発育・発達や育児、離乳食、予防接種について説明

20 南丹市の障がい者福祉 南丹市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画や障がい者福祉施策及び事業内容について説明 社会福祉課

21 南丹市の地域福祉 第３期南丹市地域福祉計画・地域福祉活動計画や地域福祉施策及び事業内容について説明 福祉相談課

22 南丹市の高齢者福祉 南丹市高齢者福祉計画･介護保険事業計画や高齢者福祉施策及び事業内容について説明 高齢福祉課

23 南丹市の子育て支援
子育て支援施策及び事業内容について、南丹市子ども・子育て支援事業計画について、要保護児童対策の現状と児童虐待
防止の啓発について

子育て支援課

24 農業振興支援 農業振興に対する支援施策について説明 農業推進課

25 林業施設の整備、林業振興対策 林業施設の整備及び林業振興に対する支援施策についての説明 農山村振興課

26 南丹市の観光 南丹市における観光振興について説明 観光交流室

27 南丹市の商工振興 南丹市の商工振興について説明

28 消費生活相談 消費生活関連の説明

29 南丹市の都市計画 南丹市における都市計画の現状と今後について説明 都市計画課

30 道路と河川の維持管理 南丹市における道路と河川の維持管理の現状について説明

31 道路と河川事業 道路および河川事業について説明

32 南丹市の公営住宅 南丹市における公営住宅の現状について説明 営繕課

33 南丹市の上水道 南丹市における上水道の現状と今後について説明 上水道課

34 南丹市の下水道 南丹市における下水道の現状と今後について説明 下水道課

福祉保健

保健医療課

農林商工

商工課

土木建築 道路河川課

水道
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№ 講　座　名 主　　な　　内　　容 担当課

35 南丹市の幼稚園、小・中学教育 南丹市における幼稚園から小中学までの学校教育の現状について説明 学校教育課

36 南丹市の歴史と文化 南丹市の歴史について説明 社会教育課

教育
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（5）アンケート

事　業　名
実施目的

（活用方法）
アンケートの

調査方法・実施方法
本計画期間における予定 アンケートの対象者（人数） 結果の公開可否 実施時期（月）

実績
（回答数等）

備考

市民意識調査

南丹市総合振興計画の進捗管理の
ため、市民が日頃感じていること
や市民ニーズ等を把握し、その結
果を今後の計画策定の基礎資料と
して活用する。

無作為抽出、郵送
毎年度

7～9月頃
2,500人 可

R3年9月30日
～

R3年10月15日
回答：937件 企画財政課

計画 実績
担当課
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（6）共同研究

名称 概要 本計画期間における予定 調査結果を反映させる事業 実施時期
実績

（実施内容等）
備考

南丹市内の高等教育機関ならびに連携
協力包括協定締結大学との共同研究

明治国際医療大学、京都府立
大学、佛教大学との連携を進
めます。

随時 各課の事業に反映 R4年2月14日
明治国際医療大学との連携協

力会議の実施
地域振興課

インターンシップ実習生の受入
市役所における総合的就業体
験を通じて学生の政策形成能
力を養います。

有 学生の希望等に応じて決定 希望者無し 人事課

　大学等の学生の受け入れや、大学や企業との連携を積極的に推進し、学生の政策形成能力を養成するとともに、地域における協働を推進し専門的分野から地域課題の解決を促します。

計画 実績

担当課

18



（7）市民との協定

名称 概要 提案募集の時期（予定） 対象者（地域）
実績

（締結件数等）
備考

景観協定
地域で特徴的な景観について
の協定を地域住民等で結び、
市が認定します。

随時 景観計画区域（美山管内） 回答：０件 地域振興課

　市民と行政の協定により、新たなまちづくりの仕組みづくりや施策等の実施を積極的に進めます。

計画 実績

担当課
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（8）その他の市民参加手続きの実施

名称 概要 本計画期間における予定 要望等の対応方法 実施時期
実績

（実施回数、受付件数等）
備考

子育て支援関係団体意見交流会

南丹市内に拠点を置いて活動されて
いる子育て支援に関する団体や子育
て支援拠点事業に関わりのある団体
等が集い、各団体の活動に理解を深
めると共に、市内の子育ての環境や
課題について共有します。

毎年2月頃 課題を検証し、対応します。
R４年３月３１日まで

の日（未定）
１回実施予定だが、内容・

時期未定
子育て支援課

子育て広場での意見箱設置
子育て広場の利用しやすい運営を目
指し意見箱を設置します。

年間
R３年４月１日～
R４年３月31日

課題を検証し、対応します。
R３年４月１日～
R４年３月31日

ご意見なし 子育て支援課

南丹市政へのご意見箱

ホームページ及び本庁と各支所の窓
口に「南丹市政へのご意見箱」を開
設・設置し、意見や提言等を募集し
ます。

随時

投稿された方が匿名、連絡先無記入
などの場合を除き、できる限り個別
に回答します。
また、寄せられたご意見・ご提言の
中から、より多くの市民の皆さんと
情報共有すべきと思われるものにつ
いては、ホームページ上の「南丹市
政へのご意見箱」に随時掲載しま
す。ただし、内容によっては回答及
び公開を控えさせて頂く場合もあり
ます。

R３年４月１日～
R４年３月31日

１１８件受付け 秘書広報課

　その他市民の意見を市政に反映するための取組みを実施します。（例：陳情、ご意見箱など）

計画 実績

担当課
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第3章 協働
Partnership

市民のみなさんの価値観やライフスタイルの多様化に伴い、市民のまちづくりに対するニーズもますます高度化・多様化しており、行政が現在の

システムでこれら全てに応えていくことは困難な状況となっています。だれもが安全安心で快適に暮らせる魅力あるまちを実現するためには、行政

主導型のまちづくりではなく、市民や企業、行政がともに自分たちの役割を理解し合い、それぞれの弱みを、それぞれの強みで補いながら、さまざ

まなニーズに対応する必要があり、それを実現する仕組みが「市民協働」です。

普段の生活で意識せずに行っていることも多く、今後もそれぞれができることを取り組むことで、まちが元気になる仕組みづくりを進めます。

1．協働の形態

公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるもの

とします。

（1）事業の委託

（2）協働（共催）

（3）協働（事業協力）

（4）協働（支援・補助）

市民と行政がそれぞれの役割を自覚し、対等かつ自由な立場で互いを尊重し、
役割分担及び補完しあいながら公共的課題の解決に当たることです。
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（1）事業の委託

事業名 事業の概要 事業を委託する団体の条件など
本計画期間における

募集時期(予定）
実施時期

実績
（委託先名称等）

備考

南丹市交通指導員会運営事業
市の有償ボランティアである交通指導員に委嘱
された市民が、通学時の交通指導にあたりま
す。

交通安全活動に対する意欲知識のある市民 ３月
R３年４月１日

～
R４年３月３１日

３５人 危機管理対策室

ものづくりのまち推進業務
さまざまな分野で活躍する個々の工芸家が相互
交流し、連携することにより魅力を引出し、情
報発信をすることのできる体制をつくります。

伝統工芸や工業製品の振興を支援し新たな特産
品をつくることのできる団体

4月
R3年5月27日

～
R4年3月25日

南丹市工芸家協会 地域振興課

南丹市国際交流推進事業
市民レベルでの国際交流を活発化させ、外国人
住民が安心して暮らせる多文化共生社会の実現
を推進します。

外国文化との交流を推進するノウハウを持つ団
体

4月
R3年4月1日

～
R4年3月31日

南丹市国際交流協会 地域振興課

まちづくりデザインセンター業務委託
まちづくり活動を推進するため、その拠点とし
て「南丹市まちづくりデザインセンター」を設
置し、市民活動を推進します。

まちづくりデザインセンターの業務を担える
NPO法人

4月
R3年4月1日

～
R4年3月31日

NPO法人テダス 地域振興課

ひとり親家庭生活支援事業
ひとり親家庭への育児や健康、必要な手続き等
について講習会等を開催し、支援と対象者の情
報交換の場とします。

ひとり親家庭と日常つながりのある団体 6月
R3年12月1２日

開催

参加者４５人
（委託先：南丹市母子寡婦
福祉会）

子育て支援課

　市が実施責任を負う事業を民間の団体などに実施いただくものです。その事業が効果的に実施できるよう内容によって地域や市民団体等へ委託します。
（現在実施している、若しくは今後実施予定の委託事業）

計画 実績

担当課
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事業名 事業の概要 事業を委託する団体の条件など
本計画期間における

募集時期(予定）
実施時期

実績
（委託先名称等）

備考

計画 実績

担当課

子育てつどいの広場開設運営業務
親子の交流や相談に応じる地域子育て支援拠点
事業を民間委託により実施します。

子育て支援に関わるNPO法人 4月
R3年4月2日

～
R4年3月29日

NPO法人グローアップ 子育て支援課

利用者支援事業

子育て家庭のニーズに合わせ、幼稚園・保育所
の施設や地域の子育て支援などから必要な支援
を選択して利用できるよう、情報提供、相談・
援助を行うとともに、関係機関との連絡調整を
行います。

子育てすこやかセンター内
子育て支援に関わるNPO法人

4月
R3年4月2日

～
R4年3月29日

NPO法人グローアップ 子育て支援課

産前・産後サポート事業

妊娠届出時に申し込みを受け付け、マタニティ
訪問を行い、妊産婦やその家族が抱える妊娠・
出産や子育てに関する悩みについて、保健師や
助産師、看護師等の専門家、子育て経験者及び
シニア世代等による相談支援を行います。ま
た、支援が必要な家庭に訪問支援サービスを行
うことにより、家事支援、育児支援を行いま
す。

子育て支援に関わるNPO法人 4月
R3年4月2日

～
R4年3月29日

NPO法人グローアップ
子育て支援課
保健医療課

京都府管理河川環境整備作業委託
南丹市内の府管理河川（一級河川及び二級河
川）の環境維持の作業を行います。

自治会を母体とする団体 ５月
R3年5月 

～
R4年3月

82件 道路河川課

婚活支援事業委託
結婚・出産・子育ての基となる出会いを創出
し、再婚なども含めた婚活を支援します。

婚活事業を実施するノウハウを持つ団体 4月
R3年6月11日

～
R4年3月11日

NPO法人テダス 子育て支援課

学生プロジェクト
地域・大学・学生がが直接つながる機会を提供
し、地域での大学連携を促進します。

学校と連携し、プログラムの調整ができる団体 ４月
①令和３年１０月２２日

②令和4年2月15日（中止）

①南丹看護専門学校で実施
　参加人数：１５人

②明治国際医療大学（中
止）
　申込者：８人

学校との協働内容
は「（２）協働
（共催）」に記載

地域振興課
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（２）協働（共催）

事業名 事業の概要 共催する相手 本計画期間における予定 実施時期
実績

（実施内容・参加人数等）
備考

男女共同参画事業『キラリなんたん』
男女共同参画の視点で市民対象の啓
発事業を実施します。

南丹市女性ネットワーク会議
男女共同参画週間
R３年６月２６日

R3年11月6日
映画上映を実施
参加人数：95人

人権政策課

人権講演会やフォーラム
人権に関する市民啓発事業を実施し
ます。

南丹市人権教育・啓発推進協議会
人権強調月間（8月）
人権週間（12月）

① R3年10月10日

② R4年1月23日

① 人権講演会を実施
    参加人数：53人
    配信視聴：29件
② 人権フォーラムを実施
    参加人数：90人

人権政策課

美山サイクルロード

南丹市美山支所前をスタート・ゴー
ルに、国内では珍しい公道を使用し
た自転車レースとなっている。例年
約700名がエントリーし、各団体の
協力のもと事業を実施します。

南丹市内（美山）各種団体・京都府
自転車競技連盟

未定 中止
新型コロナウイルス感染症の
影響により今年度は実施して
いない

市民協働室

京都丹波トライアスロン大会
京都府内で唯一となるトライアスロ
ンの全国大会を、八木地域を会場に
開催します。

京都府トライアスロン連盟、京都
府、クアスポくちたん

未定 中止
新型コロナウイルス感染症の
影響により今年度は実施して
いない

市民協働室

美山ふるさと祭

南丹市美山支所及び文化ホール周辺
を会場に、例年11月3日に開催。美
山町一大イベントと位置付け、農林
産物品評会・各種展示即売会・ス
テージショーなど各種団体と協力し
て事業を実施します。

南丹市内（美山）各種団体
R3年11月3日

（予定）
中止

新型コロナウイルス感染症の
影響により今年度は実施して
いない

市民協働室

なんたん健幸ポイント

健診の受診と生活習慣の改善、特に
歩く習慣を作り、自主的な健康づく
り等を推進するため、これらの活動
を行ったものに対し、特典を交付
し、南丹市在住・在勤の方が生涯に
わたって健康的に過ごすためきっか
けづくりを行います。

市民の健康づくりを一緒に推進し、
応援頂ける企業や商店（賞品等を提
供頂き、市民の健康づくりを応援し
ていただける企業、商店）

翌年度分を当年度の1月までに募集
R３年９月１日

～
R４年１月３１日

参加人数：４５３人

活動量計やスマートフォンを
身に着けて、歩いた歩数や体
重などの定期的に測定された
体組成データの改善結果など
に応じてポイントを貯める。

保健医療課

　市民と市が共に主催者（事業主体）となって事業を実施するもので、南丹市が参画する実行委員会等の組織で事業を実施するものです。
（現時点での共催事業及び今後実施予定の共催事業）

計画 実績

担当課
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事業名 事業の概要 共催する相手 本計画期間における予定 実施時期
実績

（実施内容・参加人数等）
備考

計画 実績

担当課

美山かやぶきの里ワンデーマーチ

かやぶきの里・美山を舞台にワン
デーマーチを開催し、南丹市外から
参加をされる人々とのふれあいや豊
かな自然を体験し、心身の健康づく
りを図ります。

南丹市内（美山）各種団体
R3年11月3日

（予定）
中止

新型コロナウイルス感染症の
影響により今年度は実施して
いない

市民協働室

学生プロジェクト
地域・大学・学生がが直接つながる
機会を提供し、地域での大学連携を
促進します。

南丹市内の大学、専門学校、連携協
力包括協定締結大学

未定

①令和３年１０月２２日

②令和4年2月15日（中
止）

①南丹看護専門学校で実施
　参加人数：１５人

②明治国際医療大学（中止）
　申込者：８人

地域振興課

ひよし水の杜フェスタ
スプリングスパークを会場に、例年
10月に開催します。

南丹市内（日吉）各種団体 未定 中止
新型コロナウイルス感染症の
影響により今年度は実施して
いない

市民協働室
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（３）協働（事業協力）

事業名 事業の概要 役割分担など 本計画期間における予定 実施時期
実績

（実施内容・参加人数等）
備考

交通安全活動
南丹船井交通安全協会南丹支部とと
もに、啓発活動を実施します。

市民
運営委員は各活動を自ら実施

行政
事務局として庶務を行うほか、各活
動に参加

通年 通年

交通安全運動期間中の啓発の
ぼり旗の掲出
参加人数：約190人

交通安全運動期間中の広報パ
レードの実施
参加人数：5人

危機管理対策室

南丹市子育てすこやかセンター事業

主に保育所や幼稚園に在籍するまで
の親子の居場所と相談の場を提供し
ます。お話会などの行事についてボ
ランティア団体の協力を得て開催し
ます。

市民
ボランティア団体が内容を企画し実
施

行政
子育てすこやかセンターが行事枠を
確保

令和３年4月1日
～

令和４年3月31日

R３年4月1日～
令和４年3月31日

計5回のお話会を実施
参加人数：延べ67人

子育て支援課

ふるさと道路・河川愛護活動

南丹市が管理する生活に密着した道
路や河川を市民のみなさまと一緒
に、大切に維持保全することで、そ
の安全性や郷土愛を高め、美しい魅
力あふれるまちの実現と公共施設と
してのマナー向上に取り組みます。

市民
ごみ拾い、除草、花の植栽、樹木の
選定、不備や危険個所の情報提供

行政
不備や危険を解消するための維持修
繕

通年
令和３年4月1日

～
令和４年3月31日

除草・清掃作業を実施
登録団体：32団体
　　　　R3.4.1現在

道路河川課

障害者相談員設置事業

地域の実情に精通した市民を相談員
として、障がいのある方や家族の目
線に立った相談支援を行い、行政や
専門機関とのパイプ役として活動し
ていただきます。

市民
身近な地域で障がいのある方からの
相談対応、旧町単位で月1回のなん
でも相談日の開催など

行政
相談員が受けた相談のうち専門的支
援が必要な場合の対応、活動内容の
周知、相談員への研修、謝礼・保険
料の支出など

旧町単位で月1回のなんでも相
談日の開催する

旧町単位で月１回
障がいのある方からの相談対
応

新型コロナウイルスの影響に
より、中止となった月があっ
た。

社会福祉課

　市民と市が相互の役割を定め、協力して事業を実施するものです。
（現時点での事業協力及び今後実施予定の事業協力）

計画 実績

担当課
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（４）協働（支援・補助）

事業名 事業の概要 支援・補助の内容 申請方法など 本計画期間における予定 実施時期
実績

（申請件数等）
備考

南丹市まちづくり活動交付金

市民団体等が提案する公共性
及び公益性の高い新たなまち
づくり活動に要する経費を補
助します。

1年目　上限20万円・3/4
2年目　上限15万円・2/3
3年目　上限10万円・1/2

申請書をご提出くださ
い。

令和3年4月27日
～

令和3年6月30日

R3年4月27日
～

R3年6月30日

交付決定：13件
申請件数：14件

0771-68-0019 地域振興課

南丹市学校提案型まちづくり活動交付金

京都府下の大学・大学院・短
期大学・選手学校が提案する
公共性及び公益性の高い新た
なまちづくり活動に要する経
費を補助します。

上限20万円
交付率は他の補助金の活用
状況により異なります。
市補助金のみ：10/10

府補助金併用：1/3

申請書をご提出くださ
い。

令和3年5月10日
～

令和3年6月30日

R3年5月10日
～

R3年6月30日

交付決定：３件
申請件数：3件

新規追加 0771-68-0019 地域振興課

南丹船井交通安全協会南丹支部活動補助
金

組織運営に対して、定額補助
を行います。南丹船井交通安
全協会南丹支部と連携する啓
発活動により交通死亡事故の
減少を図ります。

300千円／年
申請団体は南丹船井交
通安全協会南丹支部に

限ります。
年度当初募集

R３年４月１日
～

R４年３月３１日
１件 0771-68-0021 危機管理対策室

南丹船井地域交通安全活動推進協議会活
動補助金

組織運営に対して、定額補助
を行います。南丹船井地域交
通安全活動推進協議会と連携
する啓発活動により交通死亡
事故の減少を図ります。

40千円／年
申請団体は南丹船井地
域交通安全活動推進協

議会に限ります。
年度当初募集

R３年４月１日
～

R４年３月３１日
１件 0771-68-0021 危機管理対策室

自主防災組織育成事業
地域の自主的な防災活動に対
して補助します。

各団体の防災事業に対して
補助を行います。

まずはお問い合わせく
ださい。

年度当初募集
R３年４月１日

～
R４年３月３１日

４件 0771-68-0021 危機管理対策室

　市民が自発的・自主的に行う公共的な事業に対し、市が財政的支援や物的支援などを行うものです。

　財政的支援　　このほかにもさまざまな団体による支援情報などがありますので、担当課にお気軽にお問い合わせください。

計画 実績

連絡先 担当課
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事業名 事業の概要 支援・補助の内容 申請方法など 本計画期間における予定 実施時期
実績

（申請件数等）
備考

計画 実績

連絡先 担当課

南丹市管理道路・河川等清掃補助金交付

市民により組織された清掃ボ
ランティア団体が行う、市管
理の道路・河川及び公園の清
掃活動に必要な保険料掛金や
草刈機の燃料代等の全部又は
一部を支援します。

1実施団体2万5千円を上限
に、清掃活動参加者1名当
たり年額500円を基本とし
ます。

当該補助金交付要綱に
よります。

随時募集
令和３年4月1日

～
令和４年3月31日

26件 0771-68-0051 道路河川課

空き家掘り起こし事業

区などが空き家の所有者など
に空き家バンクへの登録を働
きかけることにより、その所
有者などが登録に同意され、
空き家バンクに新規登録され
た場合に報奨金を支給しま
す。また、その空き家が新規
活用された場合、上乗せして
報償金を支給します。

空き家バンク登録
1物件につき3万円支給
空き家新規活用
1物件につき2万円を上乗
せして支給

まずはお問い合わせく
ださい。

随時募集 随時募集
登録8件
活用7件

0771-68-0019 地域振興課

空き家掃除お助け事業

空き家バンクに登録された空
き家や新規活用が見込まれる
空き家について、区などがそ
の所有者などの同意を得た上
で、地域ぐるみで家財道具の
撤去作業などを行う場合、区
などに対して、廃棄物処分費
のうちバケット代を補助しま
す。

1物件につき20万円を上限
に補助

まずはお問い合わせく
ださい。

随時募集 随時募集 7件 0771-68-0019 地域振興課

南丹市資源ごみ集団回収事業

家庭生活のなかから排出され
る資源ごみ（古布、新聞紙、
雑誌、チラシ、ダンボール)の
集団回収を自主的に実施する
地域住民により構成された団
体に対し、回収量に応じた報
奨金を交付します。

（5円〔kg当たり単価〕－
業者買上単価〔kg当た
り〕)×回収量(kg)＝報奨金

5/31までに団体登録
申請いただいた団体が
対象となります。実施
月ごとに、計量証明

書、納品書など、業者
の【買上単価】および
【回収量】のわかる書
類を添付し、交付申請

ください。

毎年度実施 167件 0771-68-0085 環境課
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事業名 事業の概要 支援・補助の内容 申請方法など 本計画期間における予定 実施時期
実績

（申請件数等）
備考

まちづくり活動に必要な機材、備品、
書籍の貸出、名刺作成

南丹市まちづくりデザインセ
ンターに登録（登録料年間
1,000円）した団体に無料ま
たは有料で貸し出します。

コピー機、輪転機、ラミ
ネーター、FAX、プロジェ
クター、ビデオカメラ、デ
ジタルカメラ、ボイスレ
コーダー、三脚、フロア
マット、鬼の衣装、ガチャ
ガチャ機、書籍等の貸出、
展示ブース、会議スペース
の貸出、名刺作成

南丹市まちづくりデザ
インセンターにお申し
込みください。

随時受付 0771-68-3555
まちづくりデザイ

ンセンター

ひとものカタログ

市内の各団体が貸し出せるひ
と・もの等の情報をとりまと
めました。（令和元年度時
点）

ひと・もの

カタログを参考くださ
い
カタログは、地域振興
課・まちづくりデザイ
ンセンターで配布して
いるほか、市HPにも
掲載しています。

随時追加受付
随時カタログ配布

（市）
0771-68-0019

（センター）
0771-68-3555

地域振興課
まちづくりデザイ
ンセンター

　モノ支援　　このほかにも多くの備品が貸し出せる場合がありますので、担当課にお気軽にお問い合わせください。

計画 実績

連絡先 担当課
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事業名 事業の概要 支援・補助の内容 申請方法など 本計画期間における予定 実施時期
実績

（申請件数等）
備考

食育推進事業
食の情報提供などを通して、
広く市民に食育推進を図りま
す。

専門職(栄養士)の協力、レ
シピ等の教材を提供、貸し
出します。

随時連絡 随時受付 ３件

・国保連合会
・京都府南丹保健所
・南丹市情報センター
より依頼

0771-68-0016 保健医療課

集落の教科書づくりの推進

集落がＩ・Ｕターン者などを
迎えるに当たって、地域独自
の情報発信を行うツールとし
て、地域のルールや集落の基
本的事項をまとめた冊子の作
成を推奨します。

教科書づくりを支援し、空
き家バンクとの連動や情報
発信などを行います。

随時連絡 随時受付 随時受付 0771-68-00１９ 地域振興課

　ヒト・ノウハウ支援　　このほかにも多くの情報等を提供できる場合がありますので、担当課にお気軽にお問い合わせください。

計画 実績

連絡先 担当課
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第４章 仕組み
Structure

～協働をすすめる仕組みづくり～

協働を推進するうえでは、お互いが情報を共有し、理解し合い、どのようなまちにしたいかを一緒に話し合う場が必要です。

行政が積極的に情報を発信し、市民との意見交換や交流の場を積極的にもち、ひと・もの・コトをつなぐ仕組みづくりを積極的に進めます。

1．協働をすすめる仕組み

（1）情報を積極的に発信します。

（2）意見交換の場や交流の仕組みをつくります。

（3）まちづくりデザインセンターを中心とした、ひと・もの・コトをつなぐ仕組みをつくります。
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（1）情報の積極的な発信

事業名 事業の概要 本計画期間における予定 実施時期 備考

情報誌等閲覧促進事業
行政に送付される様々な情報誌などで、
市民に有益な情報をまちづくりデザイン
センターなどに集約し提供します。

随時 随時 0771-68-0019 地域振興課

障がい者福祉のあんない版

障がいのある方に関する制度をわかりや
すく周知するための冊子を、窓口案内や
相談業務に活用したり市のホームページ
に掲載しています。

毎年度更新 通年 0771-68-0007 社会福祉課

当事者団体加入のすすめ

同じ悩みを持つ人同志がわかちあい学び
あい支えあうことで、日々の暮らしを充
実させるため、当事者団体への加入をす
すめる冊子を、窓口案内や相談業務に活
用したり市のホームページに掲載してい
ます。

毎年度更新 通年 0771-68-0007 社会福祉課

nancla（なんくら）ホームページ 定住促進情報を集約し発信しています。 通年 通年 0771-68-00１９ 地域振興課

定住促進ガイドブック「なんくら」

定住促進を図るツールのひとつとして、
南丹市や関係機関が実施する各種施策な
どの情報を掲載するガイドブックを作成
します。

通年 通年 0771-68-00１９ 地域振興課

　行政には情報が集まりやすいという特性があり、個人情報等を除き、これらを積極的に市民に提供することは協働の推進にとって大変有意義です。さまざまな冊子やニュースなど
をできる限り可視化し、市民に積極的な情報提供を図る仕組みをつくります。

計画 実績

連絡先 担当課
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（２）意見交換の場や交流の仕組み

事業名 事業の概要 本計画期間における予定 実施時期
実績

（実施件数等）
備考

市民と職員のバリアフリー事業（勉強
会など）

まちづくりデザインセンターなどを会場
に、テーマを定めて意見交換会を開催す
る。各課が回り順で担当し、それぞれの
課の業務や事業の計画などについて意見
交換を行います。
ルール：要望や批判ではなく、相手の良
いところを褒め合い、高め合う。

未定 － － 0771-68-0019 地域振興課

まちづくり交流事業

市内で活動するＮＰＯ法人や市民団体、
企業など、まちづくりに関わる様々な主
体が集まり、ワークショップ形式で意見
交換を行います。

1回程度 R3年11月20日 参加人数：１０人

（市）
0771-68-0019

（センター）
0771-68-3555

地域振興課
まちづくりデザインセンター

　協働を推進するうえではお互いを信頼しあい、対等な立場でアイデアなどが出し合える環境が必要です。まちづくりについて気軽に交流できる場づくりを行います。

計画 実績

連絡先 担当課
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（3）ひと・もの・コトをつなぐ仕組み

事業名 事業の概要 本計画期間における予定 実施時期
実績

（実施件数等）
備考

相談・紹介事業

まちづくりデザインセンターのコーディ
ネートにより、様々な団体やひと・も
の・コトをつなぎ、より効果的で多面的
な事業を推進します。

随時

※開館時間
水・木・金　10時～18時

土　10時～12時

（市）
0771-68-0019

（センター）
0771-68-3555

地域振興課
まちづくりデザインセンター

　市民活動においては、行政からの情報だけでなく、団体同士、団体に必要なものやコトなどをつなぐための中間支援的役割が必要です。南丹市まちづくりデザインセンターが中心となり、それ
らのコーディネートや資金面でのアドバイスを行います。

計画 実績

連絡先 担当
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南丹市まちづくり活動交付金について

①構成員が類似する団体の取扱いについて

本交付金では、同一団体(構成員が類似する団体を含む。)による申請は年に

１回までと定めているが、市民団体（特に地縁系団体）において、同一人物が

複数の団体に所属する状況があり、団体名簿のみでは明確に別団体かどうかの

判断ができない。

ついては、交付金が同一団体に対して支出されることを避けるために申請時

に全ての団体に対して「団体名義の通帳の表紙の写し」の提出を求め、「口座

の名義」が異なるかを確認したうえで、審査会で規約や構成員・活動内容につ

いて協議を行い別団体か否かを判断していく。

＜募集要項に追記する内容＞

申請書類に「団体名義の通帳の表紙の写し」を追加

※申請時に提出が困難な場合は、期間を設けて提出を求める。

（参考）南丹市まちづくり活動交付金交付要綱

第 4条 交付金の交付について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 定

める制限を行うものとする。

(1) 第 2条第 1号に規定する市民団体等
ア 同一団体(構成員が類似する団体を含む。)に対する交付金の交付は、1事業

とし毎年度申請、審査及び交付決定を経て 3年間交付できるものとする。
ただし、事業の継続性、自立性、社会貢献性を鑑み、事業効果があると特に

認められる場合は、さらに 2年間交付することができるものとする。

議題２－①



0

募集期間
令和４年４月●日（●）～令和４年６月３０日（木）

事前相談受付
令和４年４月●日（●）～令和４年６月２３日（木）

申請書類の提出先
南丹市役所地域振興課・各支所総務課

問合せ先
南丹市役所 地域振興部 地域振興課
南丹市園部町小桜町 47 南丹市役所 1号庁舎 3階
電話：0771－68－0019 メール：chiiki@city.nantan.lg.jp

令和４年度 南丹市まちづくり活動交付金

募集要項（市民団体向け）

相談窓口（事業内容・申請書類の書き方など）

南丹市まちづくりデザインセンター
南丹市園部町美園町７号９－１
電話：0771－68－3555 メール：tedasu0827@design.zaq.jp
開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）
※訪問の際は事前に電話予約をしてください。

地域に対するみなさんの想いを

お待ちしています。
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はじめに

人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化により、地域には多様な課題が発生して

おり、課題解決のためには行政の取組みとあわせて、市民のみなさんと協働した取組

みが必要です。

南丹市まちづくり活動交付金は、地域活動の担い手不足解消や歴史・文化の継承、

地域資源の活用、子どもの居場所づくりなど、地域の公共的な課題に対して市民団体

が自ら取り組む課題解決のための事業を応援するために創設しました。

「地域課題の解決のために、なにか活動を始めたい」、「一過性のイベントに終わらせ

ずに、継続できる仕組みを作っていきたい」そんな思いを持った市民団体に、ぜひ活

用していただければと思います。

目 次

１.制度概要・・・・・・・・・・・・・ ２

２.申請方法・その後の流れ・・・・・・ ６

３.交付決定後の流れ・・・・・・・・・ ７

４.領収書の取り扱い・・・・・・・・・ １０

５.Q&A・・・・・・・・・・・・・・・ １３

６.提出様式・・・・・・・・・・・・・ １9

７.記入例・・・・・・・・・・・・・・ ３3
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１.制度概要

市内で継続的に実施される、地域の公共的な課題を解決するための取組を支援しま

す。

令和元度まで設けていた「南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金」は令和２年３月末

で廃止し、令和２年度から新たに事業の継続性を重視した本制度に変更しました。

過去に「南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金」を活用された団体からの申請も、1年

目の申請として取り扱います。

■対象事業：以下の条件を満たす事業

①地域の公共的な課題を解決するために令和 4年 4 月 1日～令和 5年 3 月 31 日

に南丹市内で実施される事業

②次年度以降も継続が見込める事業

＜以下に該当する事業は、対象外です＞

〇特定の個人または団体の利益を目的とする事業

〇構成員や地域住民の親睦または趣味的な活動を主たる目的とする事業

（例：毎年行っている夏祭りなど特定の地域住民を対象としたお祭りや交流会など）

〇事業の主たる部分を飲食費等が占めている事業

〇営利・募金・宗教または政治を目的とする事業

〇調査または研究のみを目的とする事業

〇国・府・市・公益事業を行う団体から他の補助金等の交付を受けている事業

〇事業主体（対象団体）が通常行うべき経常的な活動に関する事業

（例：地域の清掃活動、構成員の内部研修など）

〇その他市長が交付対象として適当でないと認める事業

■対象団体：南丹市民を含む２名以上で構成された団体で、以下の条件を満たすもの

（条件）

〇南丹市民などで自主的に組織されている

〇南丹市内で活動する非営利の団体である

※団体の定款・規則・会則等から非営利の団体と読み取れない場合は、団体と相談のうえ市が判断します。

〇まちづくり活動を自主的・主体的に行うことを会則・規約などに定めている

〇代表者および構成員の合計が2名以上で、うち半数以上が南丹市民（市内に居住・通勤・

通学のいずれかをする方）である

2
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■対象経費

事業実施に直接必要な費用を交付金の対象とします。

例示以外の費用の取り扱いについては、地域振興課までお問合せください。

経費

種別
経費の種類 対象外となる支出（例）

報償費

〇講師など特殊性または専門性を有する事業協

力者への謝金

※外部講師・団体構成員であるかは問わない

〇手土産代

〇専門性を有さない者が講

師となったときの謝金

〇団体構成員の労働や作業

に対する報酬

旅 費

〇事業協力者の公共交通機関料金・私用車燃料

代および宿泊費（宿泊費は１人１泊当たり

10,900 円以内）

〇団体構成員（運営スタッフ）の公共交通機関

料金・私用車燃料代

※私用車の燃料代は、使用距離１kmにつき 37

円が上限

〇公共交通機関の特別料金

（特急料金など）

諸 費

〇事務消耗品費・資材などの購入費（取得単価

税込 5万円未満）

〇事業当日のスタッフの飲料代（1人 1回あた

り 200円以内）、事業協力者の昼食代（1人 1

回あたり 1,500 円以内）

〇チラシ・冊子などの作成および印刷費

〇仮設会場の電気・ガス・水道使用料、燃料費

〇郵便料金・宅配費などの通信運搬費

〇金融機関の振込手数料など

〇損害保険・ボランティア保険などの保険料

〇施設・設備・有料道路・駐車場使用料、物

品・車両賃借料

※妥当な金額で個人の所有物を借りようとする

場合は、事前に市に相談してください。

〇個人への記念品や賞品な

ど個人給付的な経費

〇販売用物品などの購入費

や材料費

〇有料レジ袋

〇会議時の飲料代

〇運営スタッフの昼食代

〇親睦を図るための食費

〇事業主体の所有物を使用

する時の使用料

〇事業主体の経常的な運営

経費（電気・ガス・水道使

用料など）

〇土地の取得・造成・補償

などの費用

〇報償費以外の金券類の購

入代金
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■交付要件

申請書類に基づき、審査委員会で認められた事業に対し、交付決定を行います。交

付率および交付上限額については下記の表のとおりです。

＜申請年数ごとの交付率・交付上限額＞

※ただし、同一団体（構成員が類似する団体を含む）に対する交付金の交付は、同一

年度につき 1事業とし、毎年度申請・審査および交付決定を経て３年間可能です。

なお、２年目以降に審査で不交付もしくは交付金の申請を行わなかった場合、翌年

度以降の申請はできません。

※事業効果や社会的影響が大きいと特に認められる取組に限り、4年目・5年目にも

支援（交付率１／２以内・上限 10万円）を継続する場合があります

１年目 ２年目 ３年目

交付率 ３／４以内 ２／３以内 １／２以内

交付上限額 20 万円 15 万円 10万円

経費種別 経費の種類 対象外となる支出（例）

備品

購入費

〇機械・器具などの購入費（取得単価税込 5

万円以上）

※交付対象経費の 3割以内且つ交付上限額の

５割以内

※保管場所・管理者を明らかにし、市または

他の団体から貸出要請があった場合は、積

極的に応じてください。

〇団体の経常的な運営に利用

する物品（パソコン・プリン

タ・カメラなど）

委託費

〇専門的知識・技術などを要する業務（ウェ

ブサイト作成やチラシデザインなど）の外

部委託費用

※事業に必要なものであっても、団体内での

直接実施が困難なものに限る

※交付対象経費の５割以内

〇ウェブサイトの管理運営費

その他の

経費
〇市長が特に必要かつ適当と認めた経費

〇その他交付対象経費として

不当な経費
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■審査基準

下記、６点について審査します。

審査項目 内容 不適切例

（１）
課題の公共性の

有無

地域の公共的な課題が
明示されている。

〇構成員や地域住民の親睦または趣
味的な活動を主たる目的とする事
業（毎年行っている夏祭りなど特
定の地域住民を対象としたお祭り
や交流会など）

〇事業の主たる部分を飲食費等が占
めている事業

〇特定の個人または団体の利益を目
的とする事業

〇営利・募金・宗教または政治を目
的とする事業

〇調査または研究のみを目的とする
事業

（２）
課題と事業内容
の関連性

課題や目的に即した取
組みが提案されてい
る。

〇課題が不明確な事業
○課題と取組み内容に繋がりのない
事業

（３）
実現性

事業内容、予算規模、
実施体制など事業が着
実に実行できる計画や
体制である。

○対象者に対して適切な広報が図ら
れておらず、参加者が見込めない
事業

〇事業概要が極端に曖昧な事業
○予算根拠が極端に曖昧な事業

（４）
自立性

団体自らが課題解決に
向けて働きかけを行っ
ている。

○外部への委託のみで事業が構成さ
れており、団体としての動きがな
い事業。

〇上位組織の指示もしくは方針等で
取組む支部組織の活動事業。

（５）
継続・発展性

事業を後年も継続して
いく手法が人員面・資
金面・事業面で図られ
ている。

○単発イベント
○３年後には実施を予定していない
事業
○人員や資金の確保に対する取組が
計画されていない事業

（６）
創造性

新規性があり（既存事
業との違いが工夫され
ており）、地域の状況
に応じた課題を解決す
るための取り組みが考
えられている。

○事業主体（対象団体）が通常行う
べき経常的な活動に関する事業
（地域の清掃活動、構成員の内部
研修など）
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２.申請方法・その後の流れ

①申請書類を提出

期間内に申請書類一式を持参・郵送などで提出してください。

募集期間：4月●日（●）～６月 30日（木）

事前相談受付:令和 4年４月●日（●）～令和 4年６月２３日（木）

提出場所：南丹市役所地域振興課・各支所総務課

申請書類：□交付申請書（様式第１号）

□事業概要書（様式第２号）

□団体概要書（様式第３号）

□事業収支予算書（様式第４号）

□団体の定款・規約・会則等（任意様式）

□構成員名簿（任意様式）

□3か年分の年度別計画書（P24 の様式）

□団体名義通帳の表紙の写し

・その他市から提出を求める資料

②担当課による提出書類の確認

申請書類の内容が本交付金の要件を満たしているか確認します。必要に応じて修正

や追加書類を求めるほか、要件を満たさないものは申請書類一式を返却します。

③審査員による書面ヒアリング（７月頃）

審査員が申請書を確認し、疑問点がある場合に書面で団体にヒアリングを行います。

団体はヒアリングに記載されている質問事項に対し、期日内に回答してください。

④審査委員会による審査

専門性を有する者や南丹市市民参加と協働の推進委員による審査委員会を開き、審

査を行います。審査委員会では、申請書類に基づき、地域の公共的な課題の解決に

つながるか、次年度以降も継続した事業実施が可能かといった点を重点的に審査し

ます。

➄交付の可否の通知（８月頃）

審査により、交付が決定した団体には「交付決定通知」、不交付となった団体には「不

交付通知」を送付します。なお、2年目以降の申請で不交付となった場合、翌年度

以降の申請はできません。

【留意事項】

※様式は市ホームページから
ダウンロードください。

※ホッチキス等で留めずに
提出してください。

※申請書類は、可能な限り
パソコンで作成してください。
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３.交付決定後の流れ

①事業の実施

事業概要書の実施計画に基づき、事業を実施してください。

できるだけ広域に効果が及ぶ事業の実施をお願いします。また、積極的に広報し、

市のＣＡＴＶ番組や広報誌の編集にご協力をお願いします。

事業の実施状況が分かるよう写真などの記録を残し、領収書など支出の根拠となる

書類を適切に保管してください。

＜事業の事前着手について＞

交付金の交付決定がある前に事業に着手していた場合、事前着手届（様式第 8号）

を提出してください。

＜事業内容の変更について＞

事業内容を変更したい場合、変更申請書（様式第 6号）および変更に係る書類を

提出し、あらかじめ市の承認を得てください。ただし、以下に該当する変更は変

更申請書の提出は不要です。

１．交付決定額の２割以内の減額

２．経費間の流用

３．事業内容等の軽微な変更（日程や会場、広報手段の変更など）

※申請時に記載していない備品を購入する場合は、事前にご相談ください。

＜交付金額の概算払について＞

事業完了前（交付決定後）に、交付請求書（様式第 9号）を提出してください。

＜収入超過について＞

事業収入など市交付金以外の収入があり、事業完了後に残金があった場合は、次

年度以降の対象事業の財源として繰り越すことができます。

（例）【収入の部】（合計２２万円・事業 1年目の場合）

【支出の部】（合計 20万円）

交付金収入 15万円 事業収入 7万円

事業費（交付対象経費）20万円 残金 2万円

事業収入の残金は、
次年度の事業に繰
り越せます
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②実績報告書類の提出

期限内に書類を揃え、実績報告書類一式を持参・郵送などで提出してください。

提出期限：事業完了後 30日以内または令和 5年 3月 31日

提出場所：南丹市役所地域振興課・各支所総務課

実績報告書類：□実績報告書（様式第１０号）

実績報告書類：□活動報告書（様式第１１号）

□事業収支決算書（様式第４号）

□領収書（原本）

□領収書（写し）

□事業の証拠書類（写真・広報ちらし・印刷物など）

※その他市から提出を求める資料

③実績報告書類の検査

実績報告書類を検査し、申請内容に従って事業が実施されているか、また支出内容

が対象経費の要件を満たしているかを確認します。申請内容に従っていないまたは

交付要件に適さない経費は対象外となります。交付対象経費が減額となった場合、

交付金額も減額します。

④交付金額の確定

実績報告書類の検査により、交付金額を確定し、「確定通知」を送付します。

➄交付金の請求

交付確定金額を交付請求書（様式第 9号）で請求してください。

なお、概算払いをしている団体で、金額の返還が発生する場合、市が発行する納付

書で期日内に返納してください。

【留意事項】

※様式は市ホームページからダウンロードください。

※ホッチキス等で留めずに提出してください。

※領収書については、「４領収書の取り扱い」を確認のうえ、不備のないように十分
留意ください。

※実績報告書類の作成にあたり、書類の書き方や領収書に関して相談がありました
ら南丹市まちづくりデザインセンターにご連絡ください。
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（参考）広報媒体について

事業の実施にあたって活用できる広報媒体を例示します。

各媒体を活用し、積極的に広報してください。

■市の広報媒体

・「お知らせなんたん」（毎月第 2・4金曜日発行）

・市ホームページ

・プレスリリース

・市関連施設へのチラシの配架（本庁・各支所・市内道の駅・園部駅など）

※各広報を希望される場合は事前に地域振興課へご相談ください。

※「お知らせなんたん」への掲載を希望される場合は、掲載日の 40 日前までに

原稿の提出が必要です。

■南丹市まちづくりデザインセンターの広報媒体

・チラシのポスティング（毎月第 1土曜日）

・センター内でのチラシの配架

・センターホームページでのイベント情報配信

※各広報を希望される場合は、南丹市まちづくりデザインセンターにご相談くだ

さい。

※チラシのポスティングは 1枚 1円（上限 100 枚）で受け付けています。毎月

最終土曜日までにセンターへ持ち込んでください。

■その他

・新聞記事

・折り込み広告

・南丹市ケーブルテレビ（取材・文字放送）

・団体HP・SNS による発信 など
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４.領収書の取り扱い

すべての支払いについて、その内容が明らかに分かる領収書の保管が必要です。

領収書がなく、使途が不明な経費は交付の対象外とします。

補助対象経費であっても、以下の項目の記載を満たしていない領収書は補助対象と

はなりません。

記載項目 備考

① 宛名 事業主体（申請団体名）に限る

② 金額

③ 購入内容
但し書きへの記載、またはレシート・請求書など購入内容の明細が

わかるものの添付でも可

④ 受領日
交付決定日以降で実績報告書提出日までの期間のもの

※事前着手届を提出している場合は記載された事前着手日以降

➄ 発行者

業者の場合：住所・業者名・押印

個人の場合：住所・氏名（直筆）

※個人の住所・氏名が印字されている場合は押印が必要です。

➄

①

②

③

④

10
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＜その他＞

①領収書が発行できない場合

販売店・日付・内訳の記載があれば、感熱紙のレシートも可とします。

※レシートの購入物の一部を計上する場合は、該当する購入物とその金額（税込）

がわかるようにレシートを貼り付けた用紙に明記してください。レシートに直接

書き込みを行う・一部を切り取るなど、加工・編集されたレシートは無効です。

②事業主体以外の宛名で領収書が発行された場合

事業主体以外の宛名で領収書が発行された場合、その領収書と事業主体宛ての立て

替え払いの領収書を提出してください。

③オンラインショッピングで購入した場合

オンラインショッピングでも領収書を発行してもらえます。発行してもらえるよう、

購入先に連絡してください。領収書の入手が困難な場合は、納品書など購入内容の

分かる書類、および支払いを行ったことがわかる書類を提出してください。

④口座振込の場合

口座振込の場合、振込明細書に加え、請求書や納品書など購入内容の分かるものを

添付してください。

➄公共交通機関を利用した運賃の領収書がない場合

公共交通機関を利用した日付・氏名・用務・発着地・受領額などが分かるよう、旅

費の明細書兼受領証を作成し、受領印をもらってください。

⑥車を運転した構成員に燃料代を支払う場合

自家用車を運転した日付・運転者など燃料代を負担した人の氏名・用務・発着地・

燃料代としての受領額などが分かるよう、燃料代の明細書兼受領証を作成し、受領

印をもらってください。（燃料代の単価上限：使用距離１kmにつき３７円）
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➄・⑥の明細書兼受領証（例）

日付 氏名 用務 発着地 受領額 支払日 受領印 内訳

●.10.10 南丹太郎 打合せ

園部駅

～

京都駅

1,180 円 ●.10.31

JR

京都～園部

590円×往復

●.10.10 南丹さくら
チラシ

配布

南丹市役所

～

八木支所

592 円 ●.10.11

私用車

37円×8km

×往復

֡

֡

12



13

５.Q&A

対象事業や対象経費などの取り扱いについて、Q＆Aにまとめています。

なお、記載している内容は一例であり、申請内容や費用の用途などにより、記載

内容に限らない場合があります。不明な点がある場合は、随時、まちづくりデザイ

ンセンターもしくは地域振興課までご相談ください。

＜対象事業・経費について＞

Q１ 親子向けの木工教室（ワークショップ）を計画しています。材料費は対象とな

りますか。

A１ ワークショップの材料費や料理教室の食材費など、最終的に参加者の所有物と

なるものは対象外です。基本的に参加費を徴収して購入ください。なお、地域に

設置するベンチを作るなど制作物を広く共有する場合や、保育ルームで利用する

折り紙や画用紙と言った一律に参加費を徴収できない場合の材料費などは、審査

により対象と見なすことがあります。

Q２ 地域の農地に農作物を植える、農業体験イベントの実施を予定していますが、

どういった経費が対象となりますか。

A２ 農業体験を実施するために必要な講師謝礼や消耗品の購入費、保険料と言った

イベント実施に限って発生する費用が対象となります。成果物の販売・個人への

分配が可能となるため、農作物の栽培に直接関係する費用（例：苗・肥料の購入

費、電柵の材料費、農機具の購入・借り上げ料等）は対象外です。

Q3 地域の農地で農作物を栽培し、成果物を活用して料理教室や工作教室を行う予

定です。成果物を材料として使用する場合も、農作物の栽培に直接関係する費用

は対象外ですか。

Q３ Q1 のとおり、最終的に参加者の所有物となる場合は対象外ですが、料理教室

や工作教室内で提示する完成見本の材料にする、作り方を広めるための冊子に見

本として添付するなど、特定の個人や団体の利益にならないと判断できる場合は、

審査により対象とみなすことがあります。

Q４ 特産物の開発を目的に地域で野菜の栽培を計画していますが、どういった経費

が対象となりますか。

A４ 試食会の開催に係る食材費や施設利用料などイベント実施に必要な費用、アン

ケート（※）を実施するための印刷費や郵送料、その他パッケージのデザイン料
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など商品の開発を目的に実施される事業の経費が対象となります。農作物の栽培

に直接関係する費用（Q２参照）や、販売（試売）用のパッケージ印刷費、試作

品としてイベント等で販売する食材の購入費といった販売に直接関係する費用

は対象外です。

※＜アンケートについて＞

郵送などによりアンケート対象者に品を提供してアンケートを行う場合、アン

ケートの回答実績数に応じて対象経費を算出します。

Q５ 区で申請を行う場合、どういった取り組みを対象事業として判断されますか。

A５ その区独自の活動であり、区外・市外など外部との交流が図られている事業を

対象とします。他の区でも通常実施されているような取組（お祭りや清掃活動な

ど）であったり、区内で完結している取組は対象外です。

Q６ 事業を広く知らせるための広報誌を作成します。掲載内容に条件はありますか。

A６ 紙面の 50％以上が申請事業に関する内容のものを対象と認めます。

Q７ 申請団体が他団体主催のイベントに参加する場合、参加費やイベント用に支出

する経費は対象となりますか。

A７ 課題解決の手段として、他団体主催のイベントに参加（ブース出展）するため

の参加費や消耗品費などの経費は対象です。ただし、イベントのスタッフとして

参加する場合は対象外です。

Q８ 申請事業の実施に関連し、WEBページの作成（更新）を事業者に委託する予定

をしています。ページの構成上、１つのページに申請事業と恒常事業の情報が混

在してしまいますが、どういった場合に交付対象経費となりますか。

Ａ8 本交付金では事業実施に直接必要な費用を交付金の対象としており、会の恒常

的な費用は対象外としていますが、ＷＥＢホームページの性質上、情報の混在が

避けられないものもあるため、次の表の基準に基づき対象・対象外を判断します。

■対象

①申請事業の情報のみで構成されたページ

②申請事業と恒常事業の情報が混在しているページ

③共通ページ（申請事業・恒常事業両方で活用できる情報で構成されたページ）

■対象外

④恒常事業の情報のみで構成されたページ
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※②について、極端に申請事業に関する情報が少なく恒常事業の情報掲載が主目的で

あると判断できるページは対象外とします。

（例）恒常事業の告知ページに申請事業のリンクが貼られているだけのもの

■対象となる経費について

上記①～③にのみ要する費用を対象経費とする。ただし、デザイン費など作業全

体に対して発生し部分的に切り分けできない費用がある場合は、対象となるページ

が成果物全体に占める割合を該当する経費に掛け合わせた金額を対象経費とする。

（例）

「1ページの作成費 1万円・全体のデザイン費 1万円」の条件で、10 ページのホ

ームページを 11万円で作成し、対象となるページが 5ページの場合

対象経費

【ページ作成費 1万円×5ページ】＋【デザイン費 1万円×50％】 ＝ 55,000 円
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＜予算・決算について＞

Q８ 事業１年目の申請で、事業費２０万円のうち委託費が１１万円です。対象経費

の５割を超過する委託費１万円は対象外経費に仕分ける必要がありますか。

A８ 仕分ける必要はありません。委託費１１万円は対象経費に含んだまま、交付上

限額を算出する時にのみ対象経費もしくは交付上限額の５割を超えた金額（１万

円）を差し引いてください。

■交付上限額の計算について

予算書（例）のように対象経費の５割を超過した委託費が１万円の場合

交付上限額計算式

（諸費９万円 ＋ 委託費 11万円 － 委託費の超過額 1万円）×3/4 = 142,500 円

（予算書・例）

■正 ■誤

※右の予算書のように 1万円を対象外経費に仕分けた場合、対象経費の合計が減り、対象経
費内の委託費をさらに減額しないと対象経費の 1/2 の金額にならないため、対象経費の合
計が大幅に下がることになります。

区分 予算額

収入
の部

交付金 142,500
自己負担 57,500
合計 200,000

支出
の部

対象経費
諸費 90,000
委託費 110,000
小計 200,000

対象外経費 小計 ０
合計 200,000

区分 予算額

収入
の部

交付金 -
自己負担 -
合計 200,000

支出
の部

対象経費
諸費 90,000
委託費 100,000
小計 190,000

対象外経費 小計 10,000
合計 200,000

19 万円
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＜その他＞

Q９ 団体で複数事業を実施しており、市や府の補助金を活用しています。気を付け

ることはありますか。

A９ 申請時に、本交付金を活用する事業と他の補助金を活用している事業の内容・

経費が重複していないことが分かるように「団体概要書（様式第３号）に記載く

ださい。また、実績報告の際に双方の実施内容がわかる書類（実績報告の写し）

を提出ください。

Q１０ 災害などやむを得ない理由で事業ができない場合、交付金はどうなりますか。

A１０ 事業の中止を判断した場合、必ず地域振興課までお知らせください。

また、過去の交付状況や、事業中止の報告が交付決定の前か後かにより対応が

異なります。

■交付決定後

準備にかかった費用や会場のキャンセル料等、やむを得ず発生する経費は対象と

します。

例：事業年数２年目の事業を中止した場合、翌年の事業年数は３年目として取り

扱います。

■交付決定前

原則、申請書受付け期限（令和３年６月３０日）までに申請書の取下げ、もしく

は申請年度延長の申出を行ってください。

状況 対応 事業年数の取り扱い

支出がある場合
「変更承認申請書」（様式第 6号）に
よる減額申請を行い、実績報告書を提
出してください。

交付決定を受けた
年度は事業年数に
カウントします。

支出が０円の場合
取り組み状況と実施できなかった理由
を記載し、決算書の交付金額を０円に
した実績報告書を提出してください。

状況 対応 事業年数の取り扱い

過去に交付決定を
受けていない場合

申請を取下げてください。 －

17
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例：事業年数 2年目の事業の申請年度を延期した場合、翌年度以降に申請した時

の事業年数は２年目として取り扱います。

状況 対応 事業年数の取り扱い

過去に交付決定を
受けており、２年目
以降の事業実施が
困難となった場合

地域振興課に相談のうえ、「申請年度
延期承認申請書」（様式 8号）を提出
ください。
延長の申出があり、団体に責任のない
妥当な理由での延期申出であると判
断した場合のみ、翌年度以降の申請を
受け付けます。

申請を行わなかった
年度は事業年数にカ
ウントしません。

18
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６.提出様式

次ページ以降に、提出様式を掲載しますので、必要に応じてご活用ください。

＜申請書を作成する前に……＞

□ どんな地域課題に気が付きましたか。

□ 課題を解決して地域（市民）をどのようにしたいですか。

□ どんな事業を継続して実施していきますか。

□ 事業の受益者や参加者は、どんな人を想定していますか（地域・年代・属性等）

□ 事業を継続するための人手や資金を確保する方法は決まっていますか。

「やりたいことが多くてまとまらない」、「どんなことから取り組めばいいのか分か

らない」など、曖昧な部分がある時はまちづくりデザインセンターへ相談してくだ

さい。

■南丹市まちづくりデザインセンター

南丹市園部町美園町７号９－１

電話：0771－68－3555

メール：tedasu0827@design.zaq.jp

開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）

※訪問の際は事前に電話予約ください。

19
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様式第 1号（第 7条関係）

年 月 日

南丹市長 様

住 所

団 体 名

代表者名

南丹市まちづくり活動交付金交付申請書

年度 南丹市まちづくり活動交付金の交付をされたく南丹市まちづくり活動

交付金交付要綱第 7条の規定により、下記のとおり申請します。

記

1 交付申請金額 金 円

2 事業名

３ 過去の交付状況

□交付歴あり（前回本交付金の交付を受けた年度： ）

□交付歴なし

団体の担当者・連絡先(郵送物等の送付先)

役職・氏名

住 所 〒

電 話

F A X

メール

20
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様式第 2号(第 7 条関係)

事業概要書

団体名

事業名

主たる

受益者

どのような人が主な受益者となるのか。（誰のために実施する事業か）

事業の

背景と課題

どのような背景でこの事業を行い、何の課題を解決しようとしているのか。

事業の目的

将来的に、この事業によって何をどのような状態にしたいのか。

今年度の

実施概要

今年度、なにをするのか。

今年度の

到達目標

今年度、どこまでの状態にしたいのか。参加人数・実施回数を含んで具体的に記入。

事業継続に

向けた取組

今年度以降を見通し、資金面や人材面などで、事業をどのように継続させていくのか。
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事業の計画

実
施
計
画
（
詳
細
）

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）
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様式第 3号(第 7 条関係)

団体概要書

団体名

設立年月日 年 月

設 立 目 的

これまでの活動内容

団体の活動形態 □ 目的型組織 □ 地縁型組織

構 成 員

構成人数 人

うち市内在住・在勤・通学者数 人

今年度に申請済みま

たは申請予定の他の

補助金の状況

□ 有 □ 無

※有の場合、補助金の名称・申請（予定）事業を記入
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様式第 4号（第 7条、第 14 条関係）

事業収支予算（決算）書

※収入合計と支出合計が等しくなるように記入してください。（Ａ）＝（Ｂ）

区分 予算(決算)額 内訳

収
入
の
部

市交付金

事業収入

その他収入

自己負担金

合 計 （Ａ） 円

支
出
の
部

対
象
経
費

小計 円

対
象
外
経
費

小計 円

合 計（Ｂ） 円

24



年
度

別
資

金
計

画
書

（
３

カ
年

）
団

体
名

：

年
度

取
組

内
容

市
交

付
金

市
交

付
金

市
交

付
金

事
業

収
入

事
業

収
入

事
業

収
入

そ
の

他
収

入
そ

の
他

収
入

そ
の

他
収

入
自

己
負

担
自

己
負

担
自

己
負

担
収

入
計

 
(A

)
\0

計
 

(A
)

\0
計

 
(A

)
\0

報
償

費
報

償
費

報
償

費
旅

費
旅

費
旅

費
諸

費
諸

費
諸

費
備

品
購

入
費

備
品

購
入

費
備

品
購

入
費

委
託

費
委

託
費

委
託

費
そ

の
他

の
経

費
そ

の
他

の
経

費
そ

の
他

の
経

費

支
出

計
 

(B
)

\0
計

 
(B

)
\0

計
 

(B
)

\0

（
今

年
度

実
績

）
今

年
度

収
支

(C
）

＝
A-

B
\0

今
年

度
収

支
(C

）
＝

A-
B

\0
今

年
度

収
支

(C
）

＝
A-

B
\0

前
年

度
繰

越
金

(D
)

前
年

度
繰

越
金

(D
)

\0
 

前
年

度
繰

越
金

(D
)

\0
 

（
正

味
財

産
）

次
年

度
へ

の
繰

越
金

（
E）

=
C+

D
\0

次
年

度
へ

の
繰

越
金

（
E）

=
C+

D
\0

次
年

度
へ

の
繰

越
金

（
E）

=
C+

D
\0

自
立

に
向

け
た

取
り

組
み

（
資

金
面

・
人

員
面

）

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

収
入

支
出
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様式第 6号（第 10 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

団 体 名

代表者名

南丹市まちづくり活動交付金変更承認申請書

年 月 日付け 第 号 により交付決定を受けた南丹市ま

ちづくり活動交付金について、申請内容を変更したいので、南丹市まちづくり活動交

付金交付要綱第 10 条第 1 項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請しま

す。

記

1 事業名

2 変更の内容

3 変更理由
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27

様式第 8号（第 11 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

住 所

団 体 名

代表者名

南丹市まちづくり活動交付金申請年度延期承認申請書

年 月 日付け 第 号 により交付決定を受けた南丹市まちづく

り活動交付金について、次のとおり 年目の申請年度を延期したいので、南丹市まち

づくり活動交付金交付要綱第 11 条第 1項の規定により、下記のとおり申請します。

記

1 事業名

2 申請年度延期の理由

3 次回申請予定年度
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様式第 10 号（第 12 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

団 体 名

代表者名

南丹市まちづくり活動交付金事業事前着手届出書

年 月 日付けで申請した南丹市まちづくり活動交付金事業について、

下記の理由により交付決定前に着手したいので、届け出ます。

なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても異議は一切申し立て

ません。

記

注：事業を実施する年度の4月1日より前に支出された経費については、交付金の対象

となりませんので、ご注意願います。

1 事前着手の理由

2 着手（予定）年月日

（事前準備を含む事業開

始日）
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様式第 11 号（第 13 条、第 16 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

団 体 名

代表者名 ㊞

南丹市まちづくり活動交付金（概算払・精算払）交付請求書

年 月 日付け 第 号 で交付決定を受けた南丹市まちづ

くり活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 13 条（第 16 条第

1項）の規定により、下記のとおり請求します。

記

請求金額 円

なお、上記交付金は次の口座に振り込むようお願いします。

委 任 状

口

座

情

報

金融機関名
銀行・農協・信用金庫・信用組合

（ 支店・支所・出張所)

口座種別 普通 ・ 当座

口座番号

フリガナ

口座名義

委任者（申請者） 団体名

代表者名 印

南丹市まちづくり活動交付金の受領に関する権限を次の者に委任します。

受任者（口座名義人）

住所

氏名
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様式第 12 号（第 14 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

団 体 名

代表者名

南丹市まちづくり活動交付金実績報告書

年 月 日付け 第 号 で交付決定を受けた南丹市まちづく

り活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 14 条の規定により、

下記のとおり報告します。

記

1 交付決定された交付金の額 金 円

2 関係書類

(1) 活動報告書・写真等

(2) 収支決算書・領収書の写し

(3) その他
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様式第 13 号（第 14 条関係）

活動報告書

団 体 名

事 業 名

実施概要 ※裏面に記載ください

今年度の成果・

効果

事業の反省点や

課題

交付金を活用し

た結果、団体や

地域にどのよう

な成長があった

か
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実
施
概
要

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）
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７.記入例

次ページ以降に、提出様式の記入例を掲載します。掲載している内容に漏れがない

ようご確認ください。
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様式第 1号（第 7条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

住 所 南丹市●●町△△区

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金交付申請書

令和○年度 南丹市まちづくり活動交付金の交付をされたく南丹市まちづくり活動

交付金交付要綱第 7条の規定により、下記のとおり申請します。

記

1 交付申請金額 金 88,000 円

2 事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

３ 過去の交付状況

■ 交付歴あり（前回本交付金の交付を受けた年度：令和△年）

□ 交付歴なし

団体の担当者・連絡先(郵送物等の送付先)

役職・氏名 副会長 南丹 太郎

住 所
✖✖✖✖〒622-

南丹市●●町△△区

電 話 0771-68-00XX

F A X 0771-63-00XX

メール nantan@XXX.co.jp

印
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35

様式第 2号(第 7 条関係)

事業概要書

団体名 プロジェクトバンブーチーム

事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

主たる

受益者

どのような人が主な受益者となるのか。（誰のために実施する事業か）

△△区民

事業の

背景と課題

どのような背景でこの事業を行い、何の課題を解決しようとしているのか。

昔は「かご」や「ざる」「ひしゃく」等、日常品の材料としても使え、たけのこも収穫できるので重宝がられていた

竹も、利用されることが無くなり里山を侵略するやっかいものとなった。また、核家族化が進んだこともあり、

年々地域でのつながりも希薄になってきている。

事業の目的

将来的に、この事業によって何をどのような状態にしたいのか。

プロジェクトを通してやっかいものの竹を使い地域を明るくする。また、高齢者と地域の若い世代（地区外在住

の出身者含む）が交流する機会を増やすことで地域の繋がりを強くするとともに、今後の地域の担い手を育成

する。

今年度の

実施概要

今年度、なにをするのか。

昨年度、区民に竹害について関心をもってもらうための勉強会を実施したのでそのステップアップとして、以下

の事業を実施する。

・ワークショップ ３回実施

①講師を招いて竹の切り方について手順を習う。

②地域の高齢者を講師に竹の加工の仕方を習う。加工した竹は、地域の盆踊りで展示し広報を図る。

（竹細工・竹あかりとわけで２回実施）

・竹細工・竹あかり作成マニュアル作成

高齢者から、竹細工と竹あかりの作り方を聞き、マニュアルの冊子を作る。

ワークショップの様子をビデオ撮影し、映像でも手順を残す。

今年度の

到達目標

今年度、どこまでの状態にしたいのか。参加人数・実施回数を含んで具体的に記入。

実際に山に入って竹を切るための手順を知って貰うとともに、加工の楽しさを子どもたちに伝える。

→ ワークショップの実施（２回・目標参加人数各回２０名）

高齢者のもつ竹加工に関する技術を視覚化し、共有する。

→ 竹細工・竹あかり作成マニュアルの配布（２００部）

事業継続に

向けた取組

今年度以降を見通し、資金面や人材面などで、事業をどのように継続させていくのか。

マニュアルを活用しつつ、ワークショップの参加者から講師を育成し、事業の担い手を確保する。

今年は、ワークショップの参加者から参加費を徴収し、地域の盆踊りの参加者に協力金を募る。次年度は区外

の人も参加できるワークショップを複数回開催し、そこで参加費を徴収する。

「この事業を誰のため

に実施するのか」を

書いてください。

活動の経過ではなく、

「地域や主たる受益者

を取り巻く状況（課題）」

を書いてください。
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事業の計画

実
施
計
画
（
詳
細
）

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）

４月

５月３日

５月～

６月

７月

１０月

事業の広報開始

方法：区内にチラシ配布、区出身者に郵送または団体 SNS による呼びかけ

（Fscebook)

里山の竹採取（○○地域内）

竹採取のワークショップ

場所：○○地域内

対象者：△△区民、区出身者（成人以上） 定員：１０名程度

内容：講師を招き、竹を採取する方法を学ぶ

竹細工のワークショップ

場所：XXXXX 会議室

対象者：△△区及び区出身の親子（定員 20名程度）

内容：外部講師・団体員指導による竹細工体験 参加費：５００円

竹あかり作りのワークショップ

場所：XXXXX 会議室（予定）

対象者：△△区及び区出身の親子（定員 20名程度）

内容：外部講師・団体員指導による竹あかり作り体験 参加費：１，０００円

竹細工・竹あかり作成マニュアルの作成・配布

竹細工と竹あかりの作成方法を冊子にまとめて参加者・関係者に配布

規格：A4・８P・２００部・カラー

※竹細工・竹あかりの様子を撮影したDVD を区で保管する。

・日程・場所・対象者（定員・規模）・内容・規格を可能な限り具体的

に記入ください。講師・場所など確定していない項目は想定で構

いません。

・事業内容と、予算内容との関係性が分かるように書いてくださ

い。（例：予算書に備品を計上する場合、どの事業でどのように

使うのかが分かるように書いてください。）

36



37

様式第 3号(第 7 条関係)

団体概要書

団体名 プロジェクトバンブーチーム

設立年月日 令和〇年〇月

設 立 目 的

集落の竹害問題の解決と、竹を利用した地域活性

これまでの活動内容

令和元年

竹細工ワークショップ 1回実施

令和 2年 ※南丹市まちづくり活動交付金活用

竹に関する勉強会 2回実施

竹細工ワークショップ 1回実施

団体の活動形態 ■ 目的型組織 □ 地縁型組織

構 成 員

構成人数 ３０ 人

うち市内在住・在勤・通学者数 ２７ 人

今年度に申請済みま

たは申請予定の他の

補助金の状況

■ 有 □ 無

※有の場合、補助金の名称・申請（予定）事業を記入

・京都府地域公響プロジェクト（夏に実施する竹あかり盆踊り）
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様式第 4号（第 7条、第 14 条関係）

事業収支予算（決算）書

※収入合計と支出合計が等しくなるように記入してください。（Ａ）＝（Ｂ）

区分 予算(決算)額 内訳

収
入
の
部

市交付金 88,000 交付金(対象経費の2/3）

事業収入 ３０，０００
参加費

（500×20名、1,000×20名）

その他収入 ０

自己負担金 ２３，０００ 会費

合 計 （Ａ） 141,000円

支
出
の
部

対
象
経
費

報償費 ２0，０００
講師謝礼１０，０００×1回
構成員講師代 5,000×２回

旅費 １1，０００
講師旅費２，０００×1回
構成員旅費２，０００×１回×2名（講師
打合せ）、5,000×１名（チラシ配布）

諸費 ８１，０００

チラシ印刷費５,０００
（A４・白黒・片面・200 部×3回）
冊子印刷費２０,０００
（A4・８P・２００部・カラー）
案内用郵送料１０,０００
振込手数料１,０００
保険料 ５,０００
事務消耗品 2５,０００
（コピー用紙、ラベル、ゴミ袋他）
会場使用料５,０００×３回

備品購入費 ０

委託費 ２０，０００ チラシデザイン料

小計 132,000円

対
象
外
経
費

ế次年度への繰越） 9,000

小計 9,000円

合 計（Ｂ） 141,000円

団体の予算ではなく、事業の予算を記入ください。

実施を予定する事業にどのよう

な費用がかかるのかを想定し、

見積もりをとるなどして可能な

限り具体的に記入ください。

次年度への繰越予定の金額を対象

外経費に入れてください。
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40

＜任意様式＞団体の定款・規約・会則例

プロジェクトバンブーチーム会則

第 1条（名称）
本会は、プロジェクトバンブーチームと称す。

第 2条（事務所）
本会の事務所を、南丹市園部町に置く。

第 3条（目的および事業）
1 本会は、竹害の減少と地域の繋がりづくり を目的とする。

2 本会は、上記目的を達成するための事業を行う。

第 4条（構成）
本会は、上記の目的に賛同する個人会員又は団体会員で構成する。

第 5条（役員）
1 本会運営のために次の役員を置く。

（１）会長 1名
（２）副会長 1名
（３）会計 1名
2 各役員の職務は次の通りとする。

（１）会長は、本会を代表して会を総括し、その業務を総理する。

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときこれを代

行する。

（３）会計は、本会の会計を掌握し、会計職務を担当する。

3 役員の任期は １ 年とし、再任を妨げない。

第 6条（会議）
1 本会の会議は、年 1回開かれる会員総会と、前記の役員による役員会とする。
2 会員総会は、会員の過半数の出席で成立する。

3 本会の会議は、会長または他の役員が必要としたときに召集する。

4 会議を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面または電磁的方法によ

り、少なくとも会日の 5日前までに通知しなければならない。

第 7条（会計）
1 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

3 本会が解散したときに残存する財産は、会議で議決した他の非営利団体もしくは

南丹市へ寄附するものとする。

第 8条（変更）

この会則は、会員総会において、出席者の 3分の 2以上の承認があれば変更できる。

付則 この会則は、令和〇年４月１日から施行する。
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＜任意様式＞ 構成員名簿

団体名：プロジェクトバンブーチーム

団体概要書に記載の構成員数３０人

役職名 氏名

南丹市内 南丹市外

在住 在勤 通学 市区町村名

1 会長 南丹 さくら ○

2 副会長 南丹 太郎 ○

3 会計 南丹 市朗 ○

4 会員 竹 あかり ○

5 会員 竹 さいく 亀岡市

7

24

25

26 会員 竹田 そのべ ○

27 会員 竹中 やぎ ○

28 会員 竹本 ひよし ○

29 会員 竹下 みやま ○

30 会員 竹井 なんたん ○

…
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様式第 6号（第 10 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金変更承認申請書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号により交付決定を受けた南丹市まちづ

くり活動交付金について、申請内容を変更したいので、南丹市まちづくり活動交付金

交付要綱第 10 条第 1項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

1 事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

2 変更の内容 交付金額の減額

3 変更理由 天候不良によりワークショップが１回実施できなかったことに

よる減額

印
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様式第 8号（第 11 条関係）

年 月 日

南丹市長 様

住 所 南丹市●●町△△区

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金申請年度延期承認申請書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号により交付決定を受けた南丹市まちづ

くり活動交付金について、次のとおり 年目の申請年度を延期したいので、南丹市ま

ちづくり活動交付金交付要綱第 11 条第 1項の規定により、下記のとおり申請します。

記

1 事業名

竹あかりで地域を照らすプロジェクト

2 申請年度延期の理由

豪雨の影響で竹を採っていた山の山道が一部崩れ、入山が難しくなったため。

3 次回申請予定年度

令和〇年度

事前に必ず地域振興課にご相談ください。

内容により、承認できない場合があります。

印
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様式第 10 号（第 12 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金事業事前着手届出書

令和〇年〇月〇日付けで申請した南丹市まちづくり活動交付金事業について、下記

の理由により交付決定前に着手したいので、届け出ます。

なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても異議は一切申し立て

ません。

記

注：事業を実施する年度の4月1日より前に支出された経費については、交付金の対象

となりませんので、ご注意願います。

1 事前着手の理由 ４月にプロジェクトの広報を行ったため

2 着手（予定）年月日

（事前準備を含む事業開

始日）
令和〇年４月4日

印
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様式第 11 号（第 13 条、第 16 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金（概算払・精算払）交付請求書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号で交付決定を受けた南丹市まちづくり

活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 13 条（第 16 条第 1

項）の規定により、下記のとおり請求します。

記

請求金額 88,000 円

なお、上記交付金は次の口座に振り込むようお願いします。

委 任 状

口

座

情

報

金融機関名
△△ 銀行・農協・信用金庫・信用組合

（ ẂẂẂẂ 支店・支所・出張所)

口座種別 普通 ・ 当座

口座番号 １２３４５６

フリガナ ナンタン タロウ

口座名義 南丹 太郎

委任者（申請者） 団体名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら 印

南丹市まちづくり活動交付金の受領に関する権限を次の者に委任します。

受任者（口座名義人）

住所 南丹市●●町△△区

氏名 南丹市 太郎

「団体名」以外の口座名義に振り込む際は、委任状を記入してください。

印

印
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様式第 12 号（第 14 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金実績報告書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号で交付決定を受けた南丹市まちづくり

活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 14 条の規定により、

下記のとおり報告します。

記

1 交付決定された交付金の額 金 88,000 円

2 関係書類

(1) 活動報告書・写真等

(2) 収支決算書・領収書の写し

(3) その他

印
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様式第 13 号（第 14 条関係）

活動報告書

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

事 業 名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

実施概要 ※裏面に記載ください

今年度の成果・

効果

昨年度の勉強会を踏まえ、今回竹採取のワークショップを行うことで、地域の竹

害の状況をより詳しく知ってもらうことができた。また採取方法について講師に指

導いただき、竹を採取できる人員を育てることができた。

竹細工のワークショップには、お年寄りから子どもまで、幅広い世代が参加して

くれた。竹あかりのワークショップは荒天により実施できなかったが、竹細工・竹あ

かり作成マニュアルを印刷した。実施したワークショップの様子や参加者の感想も

盛り込み、区内および関係者への配布を行うことで、今まで自分たちの地域の竹害

にあまり関心を示さなかった人たちが、関心を示してくれるようになった。

マニュアルに併せて各工程を撮影したDVDを作成し、技術の保管に努めたほか

次年度以降の教材としても使えるようにした。

参加者からは「ワークショップで普段話さない人と話せてよかった」、「次回も参

加したい」、「なかなか学べない技術を学べた」などの感想もいただいており、目的

としていた世代間の交流や、地域の担い手育成に取組むことができた。

事業の反省点や

課題

ワークショップの対象年齢を設定せずに参加者を募ったため、計画段階の想定

より幼い子どもが親と共に来場した。

ワークショップで作成した竹細工を地域の盆踊りで展示し、協力金を呼びかけた

が活動を紹介するチラシなどを作成していなかったこともあり、うまく呼びかけるこ

とができなかった。次年度は今回作ったマニュアルも使いながら、活動の広報を積

極的にしていきたい。

交付金を活用し

た結果、団体や

地域にどのよう

な成長があった

か

取り組みを通して、地域に住んでいる多様な世代が共通の話題で会話することが

できるようになったので、世代を超えた交流が深まった。

竹害に対する関心が高まり、参加者から２名が新たに団体に加入してくれた。

申請した内容を踏まえ、実施した内容

やその効果（参加者・地域の反応等）

について記入ください。

47



48

実
施
概
要

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）

5 月 3日

5月 20日

6月 20日

7月 21 日

7月３０日

10月20日

※広報はワークショップ毎に下記の方法で行った。

・区内へのチラシ配布

・区出身者に郵送もしくは団体SNSによる呼びかけ（Fscebook)

里山の竹伐採（△△地域内）

竹採取のワークショップ

内容：講師を招き、竹を採取する方法を学んだ

場所：△△地域内

対象：△△区民（成人以上） 参加者：１０名（区民８名、区出身者2名）

竹細工のワークショップ

内容：団体員指導による竹細体験

場所：XXXXX 会議室

対象者：△△区及び区出身の親子（区民１6 名、区出身者 4名）

参加者：２０名

参加費：５００円（内訳：親子 10組×500 円）

竹あかり作りのワークショップ ※荒天により中止

竹あかり DVD用の動画撮影

場所：△△公民館

竹細工・竹あかり作成マニュアルの配布

規格：A4・８P・２００部・カラー

配布先：△△区民及び、参加内に配布

（配布内訳） △△区民 150 部

参加者 50部（区出身者・過去の事業参加者含む）

予備・保管 50部

※別途、竹細工・竹あかりの様子を撮影したDVDを作成し、区で保管。

竹あかりはワークショップが中止となったため、別途撮影を行った。

行事の実施日だけでなく、打合せや準備など構成員の旅費や会場

使用料などの費用が発生しているものはすべて日程と内容を記載

してください。
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南丹市学生提案型まちづくり活動交付金 制度の概要について

学生のまちづくり活動への参画推進を目的に、市民活動による地域の課題解

決と活動の継続を支援することを目的に設計している「南丹市まちづくり活動

交付金交付要綱」の交付対象団体から学生団体を取り出し、学生がより活用しや

すくまた地域と関りを持って活動することに重点を置いた「南丹市学生提案型

まちづくり活動交付金」を新設する。

■南丹市まちづくり活動交付金からの変更点

１、対象となる事業の変更

従来：学生団体が、地域の公共的な課題を解決するために実施する事業

変更：学生団体が、地域団体と連携・協働して南丹市内で実施する地域貢献活動

＜地域団体の想定＞

行政区（自治会）、地域振興会、NPO 法人、商工会、観光協会、その他市民

活動団体など、南丹市で地域に根ざした活動をしている団体

２．対象となる学生団体の拡大

従来：市内に拠点を置く、又は市と協定を締結する大学、大学校又は専門学

校の学生により組織された団体

変更：学校（大学、大学院、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等

専門学校、専修学校）に所属する学生により組織された団体

議題３‐①



３．審査項目の変更

学生団体の特性を考慮し、以下の３点を審査する。

４．その他

・備品の補助上限を 3万円に設定。

（理由：活動・団体の継続性が不安定なため）

・まちづくりデザインセンターへの事前相談の必須化

・様式の変更（申請・実績報告）

■募集～交付決定のスケジュール（予定）

令和４年４月 市広報媒体及び連携協定校に DM で通知

令和４年６月 募集締め切り

令和４年８月 審査委員会による審査

令和４年８月 交付決定

審査項目 内容 不適切例

（１）

主体性

学生団体が主体的に

企画・運営している

事業である。

〇他団体が主催する行事へのボランティア

参加など、団体が企画に携わっていない

事業。

○大学職員が中心となっており学生の主性

が見られない事業。

○外部への委託のみで事業が構成されてお

り、団体としての動きがない事業。

（２）

実現性

事業内容、予算規

模、実施体制など事

業が着実に実行でき

る計画や体制であ

る。

〇事業概要が曖昧な事業

○予算根拠が曖昧な事業

○活動地域や連携する地域団体の了解を得

ずに計画されている事業

（3）

発展性

事業を通じて、参加

者や活動地域に関わ

り、その後の効果や

影響が期待できるも

のであるか。

○人を集めることのみを目的とした一過性

のイベント。

○地域住民等との関りがないまま実施され

る、構成員だけで取り組みが完結する事業



南丹市学生提案型まちづくり活動交付金交付要綱（案）

（趣旨）

第 1 条 この要綱は、学生がまちづくり活動に参画することを推進し、学

生が持つ自由な発想を将来にわたって市民が誇りを持てる個性的で魅力

ある地域社会を実現するために活用するため、学生団体が地域団体と連

携・協働して実施する公共性及び公益性の高いまちづくり活動に要する

経費を補助することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則（平成

18 年南丹市規則第 64 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。

（交付対象）

第 2 条 南丹市学生提案型まちづくり活動交付金（以下「交付金」とい

う。）の交付対象となる事業主体は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26

号）第 83 条に規定する大学（同法第 97 条に規定する大学院を含む。）、

同法第 83 条の 2 に規定する専門職大学、同法第 108 条第 3 項に規定する

短期大学及び同法第 108 条第 4 項に規定する専門職短期大学並びに同法

第 105 条に規定する高等専門学校並びに同法第 124 条に規定する専修学

校（以下「学校」という。）の学生により組織された団体で、次に掲げる

全ての要件を満たす団体とする。

（1） 学生により自主的に組織された非営利の団体であること。

（2） 代表者及び構成員の合計が 2 名以上で、うち半数以上が学生であ

ること。

（交付対象事業）

第 3 条 事業の内容は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、事業の対象としない。

（1） 親睦又は趣味を目的とするもの

（2） 事業の主たる部分を飲食費が占めているもの

（3） 特定の個人又は団体の利益を目的とするもの

（4） 営利、募金、宗教又は政治を目的とするもの

（5） 調査又は研究のみを目的とするもの

（6） 国、府、地方公共団体その他公益事業を行う団体から他の補助金

等の交付を受けているもの

（7） 事業主体が通常行うべき経常的な活動に関するもの



（8） その他市長が交付対象事業として適当でないと認めるもの

（交付対象事業の公募）

第 4 条 市長は、事業の提案を募集するにあたり、募集要項を定めて公表

するものとする。

2 前項の募集要項には、交付対象事業の審査方法、基準、申込期間その他

必要な事項を記載するものとする。

（交付申請）

第 5 条 交付金の交付を受けようとする学校（以下「申請者」という。）

は、南丹市学生提案型まちづくり活動交付金交付申請書（様式第 1 号）

に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

（審査委員会）

第 6 条 提案のあった交付対象事業の審査は、南丹市市民参加と協働の推

進に関する条例（平成 22 年南丹市条例第 1 号）第 12 条に規定する南丹

市市民参加と協働の推進委員会（以下「審査委員会」という。）において

行うものとする。

（交付決定）

第 7 条 市長は、第 5 条による申請があったときは、審査委員会の審査結

果に基づき、交付を行う団体等を決定し、南丹市学生提案型まちづくり

活動交付金交付（不交付）決定通知書（様式第 2 号）により申請者に交

付又は不交付の決定を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

（変更承認申請等）

第 8 条 前条第 1 項の規定による交付決定を受けた申請者（以下「交付決

定者」という。）が、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは

廃止しようとするときは、南丹市学生提案型まちづくり活動交付金変更

承認申請書（様式第 3 号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、交付金額の増額又は 2 割を超える減額がないもので、

かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その

内容等を審査の上、変更の承認の可否を決定し、その結果を南丹市学生

提案型まちづくり活動交付金変更承認（不承認）決定通知書（様式第 4

号）により交付決定者に通知するものとする。

（交付決定前の事前着手）



第 9 条 申請者は、交付金の交付決定前に事業を実施してはならない。た

だし、やむを得ない事由により交付金の交付決定前に事業に着手しよう

とする場合、南丹市学生提案型まちづくり活動交付金事業事前着手届出

書（様式第 5 号）を市長に提出したときは、この限りでない。

（概算払）

第 10 条 市長は、交付決定者から南丹市学生提案型まちづくり活動交付金

（概算払・精算払）交付請求書（様式第 6 号）により交付金の概算払を

請求されたときは、第 7 条第 1 項の規定により決定した交付金額の全部

又は一部について概算払をすることができるものとする。

（実績報告）

第 11 条 交付決定者は、事業完了後 30 日以内又は当該年度の 3 月 31 日ま

でに南丹市学生提案型まちづくり活動交付金実績報告書（様式第 7 号）

に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

（交付金の額の確定）

第 12 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、そ

の内容等を審査の上、交付金額を確定し、南丹市学生提案型まちづくり

活動交付金確定通知書（様式第 8 号）により交付決定者に通知するもの

とする。

（交付金の請求及び交付）

第 13 条 前条の規定による交付金額の確定を受けた交付決定者は、南丹市

学生提案型まちづくり活動交付金（概算払・精算払）交付請求書（様式

第 6 号）により、市長に交付金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに交付金を

交付するものとする。

3 概算払を受けた交付決定者は、前条の規定による交付金の額の確定に係

る通知を受けたときは、速やかに精算書を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第 11 条の実績報告書に添付した事業に要し

た経費の実績に精算内容を表記し、かつ、実績報告書に表記された交付

金実績額と前条により通知された金額に相違がないときは、事業に要し

た経費の実績を提出したことをもって精算書を提出したものとみなす。

（交付金の返還）

第 14 条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、南

丹市学生提案型まちづくり活動交付金交付決定取消通知書（様式第 9



号）により、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。

（1） 交付金を他の用途に使用したとき。

（2） この要綱及び関係法令に違反したとき。

（3） 偽りその他不正行為があったとき。

（4） その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、交付金の交付を取り消したときは、南丹市

学生提案型まちづくり活動交付金返還請求書（様式第 10 号）により、既

に交付した交付金の全部又は一部について返還させることができる。

（その他）

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

この告示は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

別表（第 3 条関係）

交付対象事業 学生団体が、地域団体と連携・協働して南丹市内で実施す

る地域貢献活動で、当該年度に完了する事業

交付対象経費 次に掲げる経費のうち補助対象事業の実施に直接必要とな

るもの

費目 内容

報償費 講師等の特殊性又は専門性を有する事業協力

者への謝金

旅費 当該事業協力者又は運営スタッフの公共交通

機関料金、私用車燃料代（1km 当たり 37 円以

内）及び宿泊費

諸費 事務消耗品費・資材等の購入費（取得単価 5

万円未満）

事業当日のスタッフの飲料代（1 人 1 回当た

り 200 円以内）、当該事業協力者の昼食代（1

人 1 回当たり 1,500 円以内）



チラシ・ポスター等の作成及び印刷費

仮設会場の電気・ガス・水道使用料及び燃料

費

郵便料金・宅配費等の通信運搬費

金融機関の振込手数料等

損害保険・ボランティア保険等の保険料

施設・設備・有料道路・駐車場使用料及び物

品・車両賃借料

備品購入費 機械・器具等の購入費（取得単価 5 万円以

上）

※補助額は 3 万円を上限とする。

委託費 Web コンテンツ作成及び冊子のデザイン等の

専門的知識・技術を要する業務の外部委託費

※補助対象経費の 2 分の 1 以内のものに限

る。

その他の経費 市長が特に必要かつ適当と認めた経費

交付対象外経費次に掲げる経費

1 事業主体の経常的な運営経費

2 事業主体の人件費

3 個人への記念品や賞品等の個人給付的な経費

4 販売用物品等の購入費及び材料費

5 その他補助対象経費として不適当と認められる経費

交付率 補助対象経費の 10 分の 10 以内

交付金の上限額1 団体当たり 10 万円以内
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募集期間
令和 4年 4月●日（●）～令和 4年６月３０日（木）

事前相談受付
令和 4年 4月●日（●）～令和 4年６月２３日（木）

申請書類の提出先
南丹市役所地域振興課

問合せ先
南丹市役所 地域振興部 地域振興課
南丹市園部町小桜町 47 南丹市役所 1号庁舎 3階
電話：0771－68－0019 メール：chiiki@city.nantan.lg.jp

令和4年度

南丹市学生提案型まちづくり活動交付金

募集要項

相談窓口（事業内容・申請書類の書き方など）

南丹市まちづくりデザインセンター
南丹市園部町美園町７号９－１
電話：0771－68－3555 メール：tedasu0827@design.zaq.jp
開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）
※訪問の際は事前に電話予約をしてください。

地域に対するみなさんの想いを

お待ちしています。
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はじめに

人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化により、地域には多様な課題が発生して

おり、課題解決のためには行政の取組とあわせて、学生のみなさんと協働した取組が

必要です。

南丹市学生提案型まちづくり活動交付金は、学生のまちづくり活動への参画を推進

し、学生の持つ自由な発想や視点を地域の活性化や魅力向上に活かすことを目的に、

学生団体が地域団体と連携・協働して自発的に実施する地域貢献活動を応援するため

に創設しました。

「自分たちの強みを生かして地域を盛り上げたい」、「地域課題の解決のために、な

にか活動を行いたい」そんな思いを持った学生団体に、ぜひ活用していただければと

思います。

目 次

１.制度概要・・・・・・・・・・・・・ ２

２.申請方法・その後の流れ・・・・・・ ６

３.交付決定後の流れ・・・・・・・・・ 8

４.領収書の取り扱い・・・・・・・・・ １１

５.Q&A・・・・・・・・・・・・・・・ １４

６.提出様式（記入例入り）・・・・・・・ １９
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１.制度概要

■対象事業：以下に該当する活動

学生団体が、地域団体と連携・協働して南丹市内で実施する地域貢献活動で、

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日の期間に完了する事業

＜地域団体の例＞

行政区（自治会）、地域振興会、NPO法人、商工会、観光協会、その他市民活動団体など、

南丹市で地域に根ざした活動をしている団体

＜以下に該当する事業は、対象外です＞

〇親睦または趣味的な活動を主たる目的とする事業

〇事業の主たる部分を飲食費等が占めている事業

〇特定の個人または団体の利益を目的とする事業

〇営利・募金・宗教または政治を目的とする事業

〇調査または研究のみを目的とする事業

〇国・府・市・公益事業を行う団体から他の補助金等の交付を受けている事業

○事業主体が通常行うべき経常的な活動に関するもの

※構成員の内部研修など

○他団体が主催する行事へのボランティア参加など

〇その他市長が交付対象として適当でないと認める事業

※学校主体のプログラムの一環で行われる事業（授業やゼミ活動など）も対象外です。

■対象団体：学校（大学、大学院、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学

校、専修学校）に所属する学生により組織された団体で、次の要件を満た

すもの。

（条件）

○代表者を含め、活動の中心メンバーが学生で構成されている、非営利の団体であること。

○代表者及び構成員の合計が２名以上であり、構成員の半分以上が学生であること。

＜学校の定義＞

本募集要項内での「学校」とは、学校教育法（昭和22 年法律第 26 号）第九章の大学・第

十章の高等専門学校・第十一章の専修学校でそれぞれ規定されている教育機関を指します。
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■対象経費

事業実施に直接必要な費用を交付金の対象とします。

例示以外の費用の取り扱いについては、地域振興課までお問合せください。

経費種別 経費の種類 対象外となる支出（例）

報償費

〇講師など特殊性または専門性を有する事業

協力者への謝金

※外部講師・団体構成員であるかは問わない

〇手土産代

〇専門性を有さない者が講

師となったときの謝金

〇団体構成員の労働や作業

に対する報酬

旅 費

〇事業協力者の公共交通機関料金・私用車燃

料代および宿泊費（宿泊費は１人１泊当た

り 10,900 円以内）

〇団体構成員（運営スタッフ）の公共交通機

関料金・私用車燃料代

※私用車の燃料代は、使用距離１kmにつき

37円が上限

〇公共交通機関の特別料金

（特急料金など）

〇主体的に実施していない

事業へ参加・協力した時

の交通費

諸 費

〇事務消耗品費・資材などの購入費（取得単

価税込 5万円未満）

〇事業当日のスタッフの飲料代（1人 1回あ

たり 200 円以内）、事業協力者の昼食代（1

人 1回あたり 1,500 円以内）

〇チラシ・冊子などの作成および印刷費

〇仮設会場の電気・ガス・水道使用料、燃料

費

〇郵便料金・宅配費などの通信運搬費

〇金融機関の振込手数料など

〇損害保険・ボランティア保険などの保険料

〇施設・設備・有料道路・駐車場使用料、物

品・車両賃借料

※妥当な金額で個人の所有物を借りようとす

る場合は、事前に市に相談してください。

〇個人への記念品や賞品な

ど個人給付的な経費

〇販売用物品などの購入費

や材料費

〇有料レジ袋

〇会議時の飲料代

〇運営スタッフの昼食代

〇親睦を図るための食費

〇事業主体の所有物を使用

する時の使用料

〇事業主体の経常的な運営

経費（電気・ガス・水道使

用料など）

〇土地の取得・造成・補償

などの費用

〇報償費以外の金券類の購

入代金

〇事業との関連が不明確な

書籍等の資料代
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■交付要件

申請書類に基づき、審査委員会で認められた事業に対し、交付決定を行います。

交付率および交付上限額については下記の表のとおりです。

＜交付率・交付上限額＞

※ただし、１団体に対する交付金の交付は、同一年度につき1 事業です。

交付率 10／10以内

交付上限額 10万円

経費種別 経費の種類 対象外となる支出（例）

備品

購入費

〇機械・器具などの購入費（取得単価税込 5

万円以上）

※保管場所・管理者を明らかにし、市または

他の団体から貸出要請があった場合は、積

極的に応じてください。

※補助上限額：3万円。

〇団体の経常的な運営に利用

する物品（パソコン・プリン

タ・カメラなど）

委託費

〇専門的知識・技術などを要する業務（ウェ

ブサイト作成やチラシデザインなど）の外

部委託費用

※事業に必要なものであっても、団体内での

直接実施が困難なものに限る

※交付対象経費の 2分の 1以内

〇ウェブサイトの管理運営費

その他の

経費
〇市長が特に必要かつ適当と認めた経費

〇その他交付対象経費として

不当な経費
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■審査基準

下記、３点について審査します。

審査項目 内容 不適切例

（１）
主体性

学生団体が主体的
に企画・運営して
いる事業である。

〇他団体が主催する行事へのボランティア参加な
ど、団体が企画に携わっていない事業。

○大学職員が中心となっており学生の主性が見られ
ない事業。

○外部への委託のみで事業が構成されており、団体
としての動きがない事業。

（２）
実現性

事業内容、予算規
模、実施体制など
事業が着実に実行
できる計画や体制
である。

〇事業概要が曖昧な事業
○予算根拠が曖昧な事業
○活動地域や連携する地域団体の了解を得ずに計画
されている事業

（3）
発展性

事業を通じて、参
加者や活動地域に
関わり、その後の
効果や影響が期待
できるものである
か。

○人を集めることのみを目的とした一過性のイベン
ト。

○地域住民等との関りがないまま実施される、構成員
だけで取り組みが完結する事業
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２.申請方法・その後の流れ

①事前相談

取り組みたいと思っているテーマや内容について、南丹市まちづくりデザインセン

ターに相談してください。申請書の書き方や、事業に取り組むうえでの注意点につ

いて説明するほか、事業内容についてのアドバイスや、必要に応じて地域団体（市

民団体）の紹介を行います。

「やりたいことが多くてまとまらない」、「どんなことから取り組めばいいのか分か

らない」など、曖昧な部分がある場合も相談を受け付けます。

※対面での相談が基本となります。状況によっては電話やメール、開館時間外での

相談にも対応しますので、まずはお電話ください。

相談窓口：南丹市まちづくりデザインセンター

南丹市園部町美園町７号９－１

電話：0771－68－3555 メール：tedasu0827@design.zaq.jp

開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）

※訪問の際は事前に電話予約をしてください。

②申請書類を提出

期間内に申請書類一式を持参・郵送などで提出してください。

募集期間：４月●日（●）～６月 30日（木）

事前相談受付：4月●日（●）～６月２３日（木）

提出場所：南丹市役所地域振興課

申請書類：□交付申請書（様式第１号）

□事業概要書（別紙１）

□団体概要書（別紙２）

□事業収支予算書（別紙３）

□団体の定款・規約・会則等（任意様式）

□構成員名簿（任意様式）

・その他市から提出を求める資料

※様式は市ホームページからダウンロードください。

※申請書類は、可能な限りパソコンで作成してください。
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③地域振興課による提出書類の確認

地域振興課で、申請書類の内容が本交付金の要件を満たしているか確認します。必

要に応じて修正や追加書類を求めるほか、要件を満たさないものは申請書類一式を

返却します。

④審査員による書面ヒアリング（７月頃）

審査員が申請書を確認し、疑問点がある場合に書面で団体にヒアリングを行います。

団体はヒアリングに記載されている質問事項に対し、期日内に回答してください。

⑤審査委員会による審査

専門性を有する者や南丹市市民参加と協働の推進委員による審査委員会を開き、審

査を行います。審査委員会では、申請書類に基づき、地域の公共的な課題の解決に

つながるか、地域との連携が図られているかといった点を重点的に審査します。

⑥交付の可否の通知（８月頃）

審査により、交付が決定した団体には「交付決定通知」、不交付となった団体には「不

交付通知」を送付します。
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３.交付決定後の流れ

①事業の実施

事業概要書の実施計画に基づき、事業を実施してください。できるだけ広域に効果

が及ぶ事業の実施をお願いします。また、積極的に広報し、市のＣＡＴＶ番組や広

報誌の編集にご協力をお願いします。事業の実施状況が分かるよう写真などの記録

を残し、領収書など支出の根拠となる書類を適切に保管してください。

＜事業の事前着手について＞

交付金の交付決定がある前に事業に着手していた場合、事前着手届（様式第 5号）

を提出してください。

＜事業内容の変更について＞

事業内容を変更したい場合、変更申請書（様式第 3号）および変更に係る書類を

提出し、あらかじめ市の承認を得てください。ただし、以下に該当する変更は変

更申請書の提出は不要です。

１．交付決定額の２割以内の減額

２．経費間の流用

３．事業内容等の軽微な変更（日程や会場、広報手段の変更など）

※申請時に記載していない備品を購入する場合は、事前にご相談ください。

＜交付金額の概算払について＞

事業完了前（交付決定後）に交付金の全額または一部の支払いが必要な場合、交

付請求書（様式第 6号）を提出してください。

②随時相談

取組みを進めるなかで不明なことや、困りごとがあれば随時、南丹市まちづくりデ

ザインセンターに相談してください。

事業終了後も実績報告書類の書類の書き方や領収書に関する相談に対応するほか、

実績報告書類の内容や添付書類に不備がないかの事前確認も対応します。

相談窓口：南丹市まちづくりデザインセンター

南丹市園部町美園町７号９－１

電話：0771－68－3555 メール：tedasu0827@design.zaq.jp

開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）

※訪問の際は事前に電話予約をしてください。
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③実績報告書類の提出

期限内に書類を揃え、実績報告書類一式を持参・郵送などで提出してください。

提出期限：事業完了後 30日以内または令和５年 3月 31日

提出場所：南丹市役所地域振興課

実績報告書類：□実績報告書（様式第 7号）

□活動報告書（別紙１）

□事業収支決算書（別紙２）

□領収書（原本）

□領収書（写し）

□事業の証拠書類（写真・広報ちらし・印刷物など）

※その他市から提出を求める資料

※領収書については、「４領収書の取り扱い」を確認のうえ、不備のないように十分留

意ください。

④実績報告書類の検査

地域振興課で、実績報告書類を検査し、申請内容に従って事業が実施されているか、

また支出内容が対象経費の要件を満たしているかを確認します。申請内容に従って

いないまたは交付要件に適さない経費は対象外となります。交付対象経費が減額と

なった場合、交付金額も減額します。

⑤交付金額の確定

実績報告書類の検査により、交付金額を確定し、「確定通知」を送付します。

⑥交付金の請求

交付確定金額を交付請求書（様式第 6号）で請求してください。

なお、概算払いをしている団体で、金額の返還が発生する場合、市が発行する納付

書で期日内に返納してください。
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（参考）広報媒体について

事業の実施にあたって活用できる広報媒体を例示します。

各媒体を活用し、積極的に広報してください。

■市の広報媒体

・「お知らせなんたん」（毎月第 2・4金曜日発行）

・市ホームページ

・プレスリリース

・市関連施設へのチラシの配架（本庁・各支所・市内道の駅・園部駅など）

※各広報を希望される場合は事前に地域振興課へご相談ください。

※「お知らせなんたん」への掲載を希望される場合は、掲載日の 40 日前までに

原稿の提出が必要です。

■南丹市まちづくりデザインセンターの広報媒体

・チラシのポスティング（毎月第 1土曜日）

・センター内でのチラシの配架

・センターホームページでのイベント情報配信

※各広報を希望される場合は、南丹市まちづくりデザインセンターにご相談くだ

さい。

※チラシのポスティングは 1枚 1円（上限 100 枚）で受け付けています。毎月

最終土曜日までにセンターへ持ち込んでください。

■その他

・新聞記事

・折り込み広告

・南丹市ケーブルテレビ（取材・文字放送）

・団体HP・SNS による発信 など
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４.領収書の取り扱い

すべての支払いについて、その内容が明らかに分かる領収書の保管が必要です。

領収書がなく、使途が不明な経費は交付の対象外とします。

補助対象経費であっても、以下の項目の記載を満たしていない領収書は補助対象と

はなりません。

記載項目 備考

① 宛名 事業主体（申請団体名）に限る

② 金額

③ 購入内容
但し書きへの記載、またはレシート・請求書など購入内容の明細が

わかるものの添付でも可

④ 受領日
交付決定日以降で実績報告書提出日までの期間のもの

※事前着手届を提出している場合は記載された事前着手日以降

➄ 発行者

業者の場合：住所・業者名・押印

個人の場合：住所・氏名（直筆）

※個人の住所・氏名が印字されている場合は押印が必要です。

➄

①

②

③

④
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＜その他＞

①領収書が発行できない場合

販売店・日付・内訳の記載があれば、感熱紙のレシートも可とします。

※レシートの購入物の一部を計上する場合は、該当する購入物とその金額（税込）

がわかるようにレシートを貼り付けた用紙に明記してください。レシートに直接

書き込みを行う・一部を切り取るなど、加工・編集されたレシートは無効です。

②事業主体以外の宛名で領収書が発行された場合

事業主体以外の宛名で領収書が発行された場合、その領収書と事業主体宛ての立て

替え払いの領収書を提出してください。

③オンラインショッピングで購入した場合

オンラインショッピングでも領収書を発行してもらえます。発行してもらえるよう、

購入先に連絡してください。領収書の入手が困難な場合は、納品書など購入内容の

分かる書類、および支払いを行ったことがわかる書類を提出してください。

④口座振込の場合

口座振込の場合、振込明細書に加え、請求書や納品書など購入内容の分かるものを

添付してください。

➄公共交通機関を利用した運賃の領収書がない場合

公共交通機関を利用した日付・氏名・用務・発着地・受領額などが分かるよう、旅

費の明細書兼受領証を作成し、受領印をもらってください。

⑥車を運転した構成員に燃料代を支払う場合

自家用車を運転した日付・運転者など燃料代を負担した人の氏名・用務・発着地・

燃料代としての受領額などが分かるよう、燃料代の明細書兼受領証を作成し、受領

印をもらってください。（燃料代の単価上限：使用距離１kmにつき３７円）
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➄・⑥の明細書兼受領証（例）

②事業主体以外の宛名で領収書が発行された場合（例）

日付 氏名 用務 発着地 受領額 支払日 受領印 内訳

●.10.10 南丹太郎 打合せ

園部駅

～

京都駅

1,180 円 ●.10.31

JR

京都～園部

590円×往復

●.10.10 南丹さくら
チラシ

配布

南丹市役所

～

八木支所

592 円 ●.10.11

私用車

37円×8km

×往復

֡

֡

領収書

南丹市○○プロジェクト 様

￥１０，０００

但 ポスターデザイン費 立替払い分として

令和●年 10月 10 日 上記正に領収いたしました。

京都府南丹市園部町△△

南丹 さくら 印

事業主体宛ての

立て替え払いの領収書

※領収日は、事業主体から立

替払いの金額を受取った

日を記入ください。

領収書

南丹 さくら 様

￥１０，０００

但 ポスターデザイン費として

令和●年 10月 1日 上記正に領収いたしました。

京都府南丹市園部町△△

NANTAN市役所前店 印

事業主体以外の宛名

の領収書
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５.Q&A

対象事業や対象経費などの取り扱いについて、Q＆Aにまとめています。

なお、記載している内容は一例であり、申請内容や費用の用途などにより、記載

内容に限らない場合があります。不明な点がある場合は、随時、まちづくりデザイ

ンセンターもしくは地域振興課までご相談ください。

＜対象事業・経費について＞

Q１ 地域の担い手不足の解消を目的に、地域行事（お祭り・イベント）のお手伝い

に行く事業を計画しています。現地へ行くための旅費は対象となりますか。

Q1 他団体が主催する行事へのボランティア活動は対象外です。また、依頼を受けて

行事に参加する場合の旅費等も対象外です。行事を共催している場合や、他団体

の主催するイベントにブース出展する場合、広報活動のために取材する場合など、

課題解決の手段として行事に参加する時の費用が対象となります。

Ｑ２ サークル活動で動画制作をしており、文化の継承を目的に地域行事などを撮影

して動画にする事業を計画しています。構成員の動画制作技術を向上させるため

に、他団体が主催する研修会に毎年参加していますが、その参加費や旅費も対象

となりますか。

Ａ２ 申請団体が普段から取組んでいる研修は内部研修とみなせるため、対象外です。

事業を実施するために新たに技術・知識を学ぶ必要がある場合など、申請団体

が事業を実施するために直接必要となった研修の参加費・旅費等は対象となる場

合があります。申請の際は研修の必要性や、学ぶ内容と事業との関連性が分かる

ようにしてください。

（例） 対 象：事業を実施するために直接必要となった研修

対象外：団体の基礎能力を維持するために普段から取り組んでいる研修

食品衛生責任者など個人の資格取得に繋がる研修

（自然体験を行う場合の救命講習など営利性の低いものを除く）

事業との関連性が低いもの

Q３ 親子向けの木工教室（ワークショップ）を計画しています。材料費は対象とな

りますか。

A３ ワークショップの材料費や料理教室の食材費など、最終的に参加者の所有物と

なるものは対象外です。基本的に参加費を徴収して購入ください。なお、地域に
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設置するベンチを作るなど制作物を広く共有する場合や、保育ルームで利用する

折り紙や画用紙と言った一律に参加費を徴収できない場合の材料費などは、審査

により対象と見なすことがあります。

Q４ 地域の農地に農作物を植える、農業体験イベントの実施を予定していますが、

どういった経費が対象となりますか。

A４ 農業体験を実施するために必要な講師謝礼や消耗品の購入費、保険料と言った

イベント実施に限って発生する費用が対象となります。成果物の販売・個人への

分配が可能となるため、農作物の栽培に直接関係する費用（例：苗・肥料の購入

費、電柵の材料費、農機具の購入・借り上げ料等）は対象外です。

Q５ 地域の農地で農作物を栽培し、成果物を活用して料理教室や工作教室を行う予

定です。成果物を材料として使用する場合も、農作物の栽培に直接関係する費用

は対象外ですか。

Q５ Q３のとおり、最終的に参加者の所有物となる場合は対象外ですが、料理教室

や工作教室内で提示する完成見本の材料にする、作り方を広めるための冊子に見

本として添付するなど、特定の個人や団体の利益にならないと判断できる場合は、

審査により対象とみなすことがあります。

Q６ 特産物の開発を目的に地域で野菜の栽培を計画していますが、どういった経費

が対象となりますか。

A６ 試食会の開催に係る食材費や施設利用料などイベント実施に必要な費用、アン

ケート（※）を実施するための印刷費や郵送料、その他パッケージのデザイン料

など商品の開発を目的に実施される事業の経費が対象となります。農作物の栽培

に直接関係する費用（Q４参照）や、販売（試売）用のパッケージ印刷費、試作

品としてイベント等で販売する食材の購入費といった販売に直接関係する費用

は対象外です。

※＜アンケートについて＞

郵送などによりアンケート対象者に品を提供してアンケートを行う場合、アン

ケートの回答実績数に応じて対象経費を算出します。
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＜予算・決算について＞

Q７ 事業費 10万円のうち備品購入費が 5万円です。備品購入費は３万円までしか

補助がされないので、残りの 2万円は対象外経費に仕分ける必要がありますか。

A７ 仕分ける必要はありません。備品購入費 5万円は対象経費に含んだまま、交付

上限額を算出する時にのみ、3万円を超えた金額（2万円）を差し引いてくださ

い。

■交付上限額の計算について

予算書（例）のように 5万円の備品を買う場合。

交付上限額計算式

（諸費 5万円 ＋ 備品 5万円 － 超過額 2万円）×10/10 =80,000 円

（予算書・例）

■正 ■誤

※備品購入費は 5万円以上のものが対象なので、対象経費となる5万円以上の備品を購入す
ることが分かるよう、左の予算書のように記載ください。

区分 予算額

収入
の部

交付金 80,000
自己負担 20,000
合計 100,000

支出
の部

対象経費

諸費 50,000
備品購
入費 50,000

小計 100,000
対象外経費 小計 ０

合計 100,000

区分 予算額

収入
の部

交付金 80,000
自己負担 20,000
合計 100,000

支出
の部

対象経費

諸費 50,000
備品購
入費 30,000

小計 100,000

対象外経費
備品購
入費 20,000

小計 20,000
合計 100,000

7 万円
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Q８ 事業費 8万円のうち委託費が 5万円です。対象経費の５割を超過する委託費

１万円は対象外経費に仕分ける必要がありますか。

A８ 仕分ける必要はありません。委託費 5万円は対象経費に含んだまま、交付上限

額を算出する時にのみ対象経費の５割を超えた金額（１万円）を差し引いてくだ

さい。

■交付上限額の計算について

予算書（例）のように対象経費の５割を超過した委託費が１万円の場合

交付上限額計算式

（諸費 3万円 ＋ 委託費 5万円 － 委託費の超過額 1万円）×10/10 =70,000 円

（予算書・例）

■正 ■誤

※右の予算書のように 1万円を対象外経費に仕分けた場合、対象経費の合計が減り、対象経
費内の委託費をさらに減額しないと対象経費の 1/2 の金額にならないため、対象経費の合
計が大幅に下がることになります。

区分 予算額

収入
の部

交付金 70,000
自己負担 10,000
合計 80,000

支出
の部

対象経費
諸費 30,000
委託費 50,000
小計 80,000

対象外経費 小計 ０
合計 80,000

区分 予算額

収入
の部

交付金 -
自己負担 -
合計 80,000

支出
の部

対象経費
諸費 30,000
委託費 40,000
小計 70,000

対象外経費
委託費 10,000
小計 10,000

合計 80,000

7 万円
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＜その他＞

Q９ 団体で複数事業を実施しており、市や府の補助金を活用しています。気を付け

ることはありますか。

A９ 申請時に、本交付金を活用する事業と他の補助金を活用している事業の内容・

経費が重複していないことが分かるように「団体概要書（様式第 1号 別紙２）

に記載ください。また、実績報告の際に双方の実施内容がわかる書類（実績報告

の写し）を提出ください。

Q10 災害などやむを得ない理由で事業ができない場合、交付金はどうなりますか。

A10 事業の中止を判断した場合、必ず地域振興課までお知らせください。

また、事業中止の報告が交付決定の前か後かにより対応が異なります。

■交付決定後

準備にかかった費用や会場のキャンセル料等、やむを得ず発生する経費は対象と

します。

・支出がある場合 ：「変更承認申請書」（様式第 3号）による減額申請を行い、
実績報告書を提出してください。

・支出が０円の場合： 取り組み状況と実施できなかった理由を記載し、決算書の交
付金額を０円にした実績報告書を提出してください。

■交付決定前

原則、申請書受付け期限（令和４年６月３０日）までに申請書を取下げてくださ

い。
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６.提出様式（記入例入り）

次ページ以降に、提出様式を掲載します。記入例を書いていますので、各項目にど

んなことを書くのか、参考にしながら作成ください。

＜申請書を作成する前に……＞

□ 事業を実施する目的は明確ですか。

□ 誰のために、どんな人を対象に事業を実施するか想定はできていますか

（地域・年代・属性等）

□ いつ、どこで、どんなことをするのか具体的に計画できていますか。

□ 事業をするためにどんなものが必要か、購入が必要な場合はどの位の金額が

必要か、下調べはできていますか。

□ 地域団体との連携・調整はできていますか。

「やりたいことが多くてまとまらない」、「どんなことから取り組めばいいのか分か

らない」など、曖昧な部分がある場合も、まちづくりデザインセンターへ相談して

ください。

■南丹市まちづくりデザインセンター

南丹市園部町美園町７号９－１

電話：0771－68－3555

メール：tedasu0827@design.zaq.jp

開館日：水・木・金（10:00～18:00）、土（10:00～12:00）

※訪問の際は事前に電話予約ください。
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様式第 1号（第 5条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団体名 プロジェクトバンブーチーム

代表者職・氏名 会長 南丹 さくら

南丹市学生提案型まちづくり活動交付金交付申請書

令和○年度 南丹市学生提案型まちづくり活動交付金の交付をされたく南丹市学生

提案型まちづくり活動交付金交付要綱第 5条の規定により、下記のとおり申請します。

記

1 交付申請金額 金 80,000 円

2 事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

団体の担当者・連絡先(郵送物等の送付先)

役職・氏名 副会長 南丹 太郎

住 所
✖✖✖✖〒622-

南丹市●●町△△区

電 話 0771-68-00XX

F A X 0771-63-00XX

メール nantan@XXX.co.jp

印



21

別紙１

事業概要書

団体名 プロジェクトバンブーチーム

事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

連携・協働を予定

している地域団体

の名称

南丹市△△区

地域団体・活動地

域との連携状況

地域団体や活動地域と事業に関して相談・打合せができているか。

△△区の役員と相談をし、地元の出身者も里帰りしている夏祭りと、文化祭の時期

に併せてWSを行うことで調整している。

活動地域 南丹市△△区地域内

事業の背景

この事業に取り組むことになったきっかけはなにか。

○○大学のサークル活動で竹細工の加工に取り組んでおり、加工用の竹を譲って

もらっている△△区民の方と話すなかで、竹害で山が暗くなっていることや、地域

の子どもが減ったことで子ども会行事もなくなり、地域全体で取り組むイベントも

減っていることを知り、子どもから大人まで全員が楽しめる竹を使ったイベントがで

きないかを考え、今回の事業を計画した。

事業の目的

事業を実施することで、どんな状態を目指すか。

竹を使ったワークショップをきっかけに、①△△区民の竹害に対する関心を高める

とともに、②地域の子どもから大人、高齢者までが交流できる場を作り、地域を元

気にする。

実施概要

どんなことを実施するか。

①△△区民を対象とした竹を使ったワークショップの開催

・竹細工ワークショップ ×１回

・竹あかりワークショップ ×１回

②竹加工に関する情報発信

・団体SNSを活用した活動の情報発信

・竹加工の様子を撮影し、動画として発信

事業の実施により

期待される効果

事業を通して、参加者や地域にどんな良い効果や影響があると考えるか。

・ワークショップを通じて、△△区民の幅広い世代が一緒になって地域の竹害につ

いて知り、考える機会となる。

・地域の高齢者にワークショップの講師となってもらうことで、高齢者が活躍する

場となる。

・子どもから大人、高齢者までの幅広い世代が交流し、元気になる。

・竹加工の様子を動画として保存することで、技術の継承が図れる。
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事業の計画

実
施
計
画
（
詳
細
）

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）

４月

６月

7月

10月

事業の広報開始

方法：区内にチラシ配布、お知らせなんたん、団体 SNSで呼びかけ

（Instagram、Fscebook)

竹細工のワークショップ

場所：XXXXX 会議室

対象者：△△区民＋南丹市民（定員 10名程度）

内容：地域の高齢者を講師、団体構成員をアシスタントにした竹細工体験

参加費：５００円

竹あかり作りのワークショップ

場所：XXXXX 会議室（予定）

対象者：△△区民＋南丹市民（定員 10名程度）

内容：地域の高齢者を講師、団体員をアシスタントにした竹あかり作り体験

参加費：５００円

加工品の展示

場所：△△公民館

対象者：△△区民

内容：ワークショップで加工した竹を△△区の文化祭で飾り、併せてポスター掲

示により竹害に対する関心を高める啓発を行う。

※日程・場所・対象者（定員・規模）・内容・規格を可能な限り具体

的に記入ください。

講師・場所など確定していない項目は想定で構いません。
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別紙２

団体概要書

団体名 プロジェクトバンブーチーム

設立年月日 令和〇年〇月

設 立 目 的

竹加工品の制作・普及

これまでの活動内容

△△区における活動

令和元年

竹細工ワークショップ 1回実施

令和 2年 ※南丹市まちづくり活動交付金活用

竹に関する勉強会 2回実施

竹細工ワークショップ 1回実施

構 成 員

構成人数 ３０ 人

うち、学生の人数 ３０ 人

うち、学生でない者の人数 人

今年度に申請済みま

たは申請予定の他の

補助金の状況

□ 有 ■ 無

※有の場合、補助金の名称・申請（予定）事業を記入
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別紙３

事業収支予算書

※収入合計と支出合計が等しくなるように記入してください。（Ａ）＝（Ｂ）

区分 予算(決算)額 内訳

収
入
の
部

市交付金 70,000 交付金(対象経費の 10/10）

事業収入 1０,０００ 参加費（500円×20名）

その他収入 ０

自己負担金 ０

合 計 （Ａ） 80,000円

支
出
の
部

対
象
経
費

報償費 ０

旅費 21，24０
構成員旅費(想定：JR京都駅～園部駅)
590円×往復×６回×3人

諸費 14,760

チラシ印刷費 4,０００
（A４・白黒・片面・200 部×2回）
ポスター印刷費 300円
（A3・カラー・片面・3枚）
振込手数料 960
保険料 １,０００
材料費 7,5００
会場使用 5００×2回

備品購入費 ０

委託費 44，０００
チラシデザイン料 20,000
資材加工料 24,000

小計 80,000円

対
象
外
経
費

小計 0円

合 計（Ｂ） 80,000円

団体の予算ではなく、事業の予算を記入ください。

実施を予定する事業にどのような

費用がかかるのかを想定し、見積も

りをとるなどして可能な限り具体的

に記入ください。



25

＜任意様式＞団体の定款・規約・会則例

プロジェクトバンブーチーム会則

第 1条（名称）
本会は、プロジェクトバンブーチームと称す。

第 2条（事務所）
本会の事務所を、○○学校に置く。

第 3条（目的および事業）
1 本会は、竹加工品の制作・普及 を目的とする。

2 本会は、上記目的を達成するための事業を行う。

第 4条（構成）
本会は、上記の目的に賛同する個人会員又は団体会員で構成する。

第 5条（役員）
1 本会運営のために次の役員を置く。

（１）会長 1名
（２）副会長 1名
（３）会計 1名
2 各役員の職務は次の通りとする。

（１）会長は、本会を代表して会を総括し、その業務を総理する。

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときこれを代

行する。

（３）会計は、本会の会計を掌握し、会計職務を担当する。

3 役員の任期は １ 年とし、再任を妨げない。

第 6条（会議）
1 本会の会議は、年 1回開かれる会員総会と、前記の役員による役員会とする。
2 会員総会は、会員の過半数の出席で成立する。

3 本会の会議は、会長または他の役員が必要としたときに召集する。

4 会議を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面または電磁的方法によ

り、少なくとも会日の 5日前までに通知しなければならない。

第 7条（会計）
1 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

3 本会が解散したときに残存する財産は、会議で議決した他の非営利団体もしくは

南丹市へ寄附するものとする。

第 8条（変更）

この会則は、会員総会において、出席者の 3分の 2以上の承認があれば変更できる。

付則 この会則は、令和〇年４月１日から施行する。
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＜任意様式＞ 構成員名簿

団体名：プロジェクトバンブーチーム

団体概要書に記載の構成員数３０人

役職名 氏名 住所 所属学校名

1 会長 南丹 さくら 南丹市日吉町〇〇〇 △△大学の学生

2 副会長 南丹 太郎 南丹市八木町〇〇〇 △△大学の学生

3 会計 南丹 市朗 京丹波町〇〇〇 △△大学の学生

4 会員 竹 あかり 亀岡市〇〇〇 △△大学の学生

5 会員 竹 さいく 京都市上京区〇〇 △△大学の学生

7

24

25

26 会員 竹田 そのべ 南丹市日吉町〇〇〇 △△大学の学生

27 会員 竹中 やぎ 南丹市八木町〇〇〇 △△大学の学生

28 会員 竹本 ひよし 京丹波町〇〇〇 △△大学の学生

29 会員 竹下 みやま 亀岡市〇〇〇 △△大学の学生

30 会員 竹井 なんたん 京都市上京区〇〇 △△大学の学生

…

構成員となる学生の所属学校名を明ら

かにしてください。
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様式第 3号（第 8条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市学生提案型まちづくり活動交付金変更承認申請書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX号により交付決定を受けた南丹市学生提

案型まちづくり活動交付金について、申請内容を変更したいので、南丹市学生提案型

まちづくり活動交付金交付要綱第 8条第 1項の規定により、関係書類を添えて下記の

とおり申請します。

記

1 事業名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

2 変更の内容 交付金額の減額

3 変更理由 天候不良によりワークショップが１回実施できなかったことに

よる減額

印
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様式第 5号（第 9条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市学生提案型まちづくり活動交付金事業事前着手届出書

令和〇年〇月〇日付けで申請した南丹市学生提案型まちづくり活動交付金事業につ

いて、下記の理由により交付決定前に着手したいので、届け出ます。

なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても異議は一切申し立て

ません。

記

注：事業を実施する年度の4月1日より前に支出された経費については、交付金の対象

となりませんので、ご注意願います。

1 事前着手の理由 ４月にプロジェクトの広報を行ったため

2 着手（予定）年月日

（事前準備を含む事業開

始日）
令和〇年４月4日

印
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様式第 6号（第 10 条、第 13 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金（概算払・精算払）交付請求書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号で交付決定を受けた南丹市まちづくり

活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 13 条（第 16 条第 1

項）の規定により、下記のとおり請求します。

記

請求金額 88,000 円

なお、上記交付金は次の口座に振り込むようお願いします。

委 任 状

口

座

情

報

金融機関名
△△ 銀行・農協・信用金庫・信用組合

（ ẂẂẂẂ 支店・支所・出張所)

口座種別 普通 ・ 当座

口座番号 １２３４５６

フリガナ ナンタン タロウ

口座名義 南丹 太郎

委任者（申請者） 団体名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら 印

南丹市まちづくり活動交付金の受領に関する権限を次の者に委任します。

受任者（口座名義人）

住所 南丹市●●町△△区

氏名 南丹市 太郎

「団体名」以外の口座名義に振り込む際は、委任状を記入してください。

印

印
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様式第 7号（第 11 条関係）

令和〇年〇月〇日

南丹市長 様

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

代表者名 会長 南丹 さくら

南丹市まちづくり活動交付金実績報告書

令和〇年〇月〇日付け〇南地地第 XXXX 号で交付決定を受けた南丹市まちづくり

活動交付金について、南丹市まちづくり活動交付金交付要綱第 14 条の規定により、

下記のとおり報告します。

記

1 交付決定された交付金の額 金 8０,000 円

2 関係書類

(1) 活動報告書・写真等

(2) 収支決算書・領収書の写し

(3) その他

印
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別紙 1

活動報告書

団 体 名 プロジェクトバンブーチーム

事 業 名 竹あかりで地域を照らすプロジェクト

実施概要 ※裏面に記載ください

事業の

成果・効果

竹細工のワークショップには、お年寄りから子どもまで、幅広い世代が参加して

くれた。竹あかりのワークショップは荒天により実施できなかったが、別日に講師に

よる加工動画を撮影し、SNSで発信した。また、区の広報誌に実施したワークショ

ップの様子や参加者の感想を書いた記事を掲載してもらい、区内および関係者へ

の配布を行うことで、今まで竹害にあまり関心を示さなかった人たちが、関心を示

してくれるようになった。

地域の文化祭に、竹細工の加工品とポスター展示を行い、竹害の啓発を図った

ところ、「放置している竹林の整備について家族と話したい」と言った声を聴くこと

ができた。

ワークショップの参加者からは「ワークショップで普段話さない人と話せてよかっ

た」、「次回も参加したい」、などの感想もいただいており、目的としていた竹害への

関心向上、世代間の交流に取組むことができた。

事業の反省点や

課題

ワークショップの対象年齢を設定せずに参加者を募ったため、計画段階の想定

より幼い子どもが親と共に来場した。

今後の取組みの

想定

今年度、竹細工と竹あかりの作り方動画が作成できたので、次年度はワークショ

ップに絞って活動を続けていく。△△区から次年度も継続して活動して欲しいとの

こと希望もあるので、引き続き同じ地域で活動を続ける。

各種SNSのアカウントは団体で運営を続けて継続的に活動内容や、竹害につい

ての情報発信を行っていく。

申請した内容を踏まえ、実施した内容

やその効果（参加者・地域の反応等）

について記入ください。
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実
施
概
要

日程
内容

（活動内容・参加対象者・場所・広報方法などを具体的に記入）

4 月～

6月 20日

7月 21 日

7月３０日

10 月

4月～3月

※広報はワークショップ毎に下記の方法で行った。

・区内へのチラシ配布

・お知らせなんたん（５月●日配布発行分）

・団体 SNS による呼びかけ（Instagram、Fscebook、Twitter)

竹細工のワークショップ

内容：：地域の高齢者を講師、団体員をアシスタントにした竹細工体験

場所：XXXXX 会議室

対象者：親子

参加者：2０名（区民１6 名、区外 4名）

参加費：５００円（内訳：親子 10組×500 円）

竹あかり作りのワークショップ ※荒天により中止

竹あかり DVD用の動画撮影

場所：△△公民館

※後日、SNS に動画を投稿

加工品の展示

場所：△△公民館

対象者：△△区民

参加者：９８人

内容：ワークショップで加工した竹を△△区の文化祭で飾り、併せてポスター掲示

により竹害に対する関心を高める啓発を行った。

活動の広報

・団体 SNS による発信

Instagram：●回 アカウント名：●●●

Fscebook：●回 アカウント名：●●●

Twitter：●回 アカウント名：●●●

・区広報誌への記事掲載（交付金外・別紙参照）
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別紙２

事業収支決算書

※収入合計と支出合計が等しくなるように記入してください。（Ａ）＝（Ｂ）

区分 予算(決算)額 内訳

収
入
の
部

市交付金 70,000 交付金(対象経費の 10/10）

事業収入 1０,０００ 参加費（500円×20名）

その他収入 ０

自己負担金 ０

合 計 （Ａ） 80,000円

支
出
の
部

対
象
経
費

報償費 ０

旅費 21，24０
構成員旅費(想定：JR京都駅～園部駅)
590円×往復×６回×3人

諸費 14,760

チラシ印刷費 4,０００
（A４・白黒・片面・200 部×2回）
ポスター印刷費 300円
（A3・カラー・片面・3枚）
振込手数料 960
保険料 １,０００
材料費 7,5００
会場使用 5００×2回

備品購入費 ０

委託費 44，０００
チラシデザイン料 20,000
資材加工料 24,000

小計 80,000円

対
象
外
経
費

小計 0円

合 計（Ｂ） 80,000円

行事の実施日だけでなく、打合せや準備など構成員の旅費や会場

使用料などの費用が発生しているものはすべて日程と内容を記載

してください。



審議会に関する広報発信の取組みについて

１、前回の審議会で出た意見

〇審議会や市民公募委員に関する情報発信不足 →【案１・案２】

〇審議会のあり方に対する提案 →【案２・案３】

・会議の開催日について、土日や夜間の開催など、平日の日中に出席が

難しい方も参加しやすい開催日を設定する。

・オンライン会議を積極的に活用し、現地参加以外の参加方法を許容する。

・審議会の第１回目にオリエンテーションを行うなど、初参加の人も参

加しやすく発言しやすい仕組みを作る。

〇審議会の情報発信に関する新たな取組み →【保留／個別で検討】

（審議会の説明動画配信・公募委員による会議に関する感想発信）

２、実施する広報等の案

案１ 審議会・公募委員に関する広報の実施（対・市民）

審議会や公募委員が何のためにあるのかを正しく市民に伝え、まちづ

くりに対する関心を高めるために、「市民に審議会に興味を持ってもら

うこと」「市民の審議会に参加するハードルを下げること」を目的に、

誰が、どんな風に、何をしているのかを分かりやすく情報発信する。

■広報チラシの発行（１回／年、全戸配布）

議題４

③公募委員ってどんな人？

南丹市の公募委員の〇歳代の方が多く、男性が〇

割、女性が〇割です。「市政に関心がある」「自分の

経験を活かしたい」「市の取組みをもっと知りたい」

と言った動機で応募されています。

④委員になったらどんなことをするの？

年に数回開催される会議で、まちづくりのルールや

計画などに関して意見を言ったり、質問したり、委

員のみんなで協議をしたりします。

エピソード① エピソード②

応募理由 印象に残ったこと

①審議会って？

まちづくりのルールや

計画を決める時に、市民

の方の意見を聞くために

市が開催する会議です。子育てや教育など分野ごと

に審議会があり、学識者や専門家、関係団体の方、

市民公募委員の方などが委員として協議をします。

②公募委員って？

市に住んでいる「生活者」目線での「もっとこうな

ったらいいな」と言った意見を聞くために、市民公

募委員を募集しています。委員には任期があり、募

集はお知らせなんたんや市の HP で行っています。

★今年度募集予定の委員会

○○委員会／○○委員会／○○委員会／

（会議写真）



■広報冊子の作成（１回／年、HP 掲載、市役所支所・MDC 配架）

・公募委員を設定している委員会のみを掲載。（件数：11 件）

・根拠法令・委員定員・公募委員人数・任期などは市 HP に誘導する。

・作成時に委嘱がない委員会は注意書きを付して委員会の説明のみ掲載

案２ 公募委員に関するアンケート（対・公募委員）

公募委員に対してアンケートを実施。

案１の広報に活用するための質問と併せて、審議会をよりよくしていくた

めにどんなことが必要かを聞く質問を設け、公募委員の方が感じておられ

る課題や把握する。

質問例：

（広報用）①公募委員の属性（年齢・性別）

②公募委員に応募した理由

③これから公募委員に応募する人に向けて審議会で「こんな

発言ができて良かった」、「こんなことが知れてよかった」な

どのエピソードがあれば教えてください。

（改善用）④開催日についていつが参加しやすいと考えますか。

➄オンライン実施についてどう考えますか。

⑥審議会で発言しやすい（参加しやすい）状況をつくるために

どのような取組が必要だと思いますか。

⑦審議会で発言しにくい（参加しにくい）と感じる理由はなん

だと思いますか。

案３ 審議会のあり方や進め方に対する提案（対・市）

公募委員へのアンケートを踏まえ、その報告と併せて市に対して審議

会長名で提案する。

③公募委員ってどんな人？

④委員になったらどんなことを

するの？

エピソード① エピソード

②

応募理由 印象に残った

①審議会とは

②公募委員って？

★今年度募集予定の委員会

○○委員会／○○委員会／

（会議写真）

＋

■南丹市市民参加と協働の推進委員会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝。

（所管事項）

・＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

応募理由
エピソード

一
言
説
明



令和４年４月吉日

南丹市市民公募委員の皆様

南丹市市民参加と協働の推進委員会

市民公募委員向け 審議会に関するアンケートの協力願い

陽春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

南丹市市民参加と協働の推進委員会は、市民の方の意見をまちづくりに反映するた

めの取組みや、地域をよりよくするために市民・市民活動団体・事業者・行政らが一

緒になって進める取組みを活発にし、広めていくことを目的に活動しています。

今回、市民の方が委員として行政に直接意見を言える場である「審議会」と「市民

公募委員制度」についてより具体的に市民の方に知っていただき、興味を持ってもら

いたいと思い、広報発信の取組みを進めることにしました。

広報媒体（チラシ・冊子等）には「審議会」や「市民公募委員制度」が何のために

あるのかを分かりやすく伝えるとともに、「誰が、どんな風に、何をしている場なの

か」を具体的に想像しやすいように、公募委員のみなさまの年代や性別の傾向、公募

委員に応募されたきっかけや審議会で印象に残ったエピソード等を具体的に掲載し

たく思っております。

つきましては、本活動の趣旨をご理解いただき、アンケートの回答にご協力をお願

いします。ご回答いただきました内容は、お名前を除いて広報用に掲載・活用させて

いただきますとともに、今後の各種審議会の運営の参考として市に共有いたします。

年度始め、なにかとご多用のところとは存じますが、より多くの市民の方が「まち

づくりに参加してみよう！」と思えるような取組みを進めたいと思っておりますので、

どうぞご協力をお願いします。

記

回答方法：アンケートを添付しております。直接ご記入のうえ、同封の返信用

封筒で南丹市市民参加と協働の推進委員会事務局（地域振興課）ま

でご回答ください。

回答期限：令和４年４月２９日（金）

担当 南丹市市民参加と協働の推進委員会 事務局

（南丹市地域振興課）

電話 0771-68-0019

追加資料



【審議会に関するアンケート】

※回答が困難箇所は「無回答」で構いません

＜広報媒体に掲載するための質問についてご回答ください。＞

１、あなたの属性を教えてください。

２、あなたが公募委員に応募した理由を教えてください。（１５０～２００字程度）

３、あなたが公募委員として審議会に参加するなかで、「こんなことが知れた」「こ

んなことを感じた」「こんな発言ができた」といったエピソードを教えてください。

（１５０～２００字程度）

審議会名

氏名
※公開しません

年齢 歳代 性別

追加資料



＜審議会の運営に関して、あなたの意見をお聞かせください。＞

４、審議会の開催日について、参加しやすいと思う日時に「〇」を付けてください。

５、審議会の参加方法について、ZOOM等のオンライン会議システムを使った参加方
法を導入することについて、あなたの気持ちに近いものに「〇」を付けてください。

・ 会議は、参加者全員が対面で参加する方が良い

・ 会議は、参加者全員が対面で参加するのが望ましいが、やむを得ない事情があ

る場合はオンラインで参加する人がいても仕方ない。

・ 会議は、参加者が対面参加かオンライン参加か自由に選べた方が良い。

・ 会議は、参加者の全員がオンライン参加する方が良い

６、審議会での発言のしやすさ（参加のしやすさ）について、あなたの気持ちに近い

ものに「〇」を付けてください。

・自由に発言ができる ・話しを振られれば発言できる ・発言はしにくい

→【発言しにくい】と感じられている場合は、その理由を教えてください。

７、審議会で、委員の方がより発言しやすく（参加しやすく）するためにはどんな

取り組みが必要だと思いますか。

⑤その他、審議会や市民公募委員制度についてご意見ありましたらお知らせください。

午前中

（9時～正午）
午後

（13時～17時）
夜間

（18時以降）
平日

土日祝日
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